




は じ め に 

 

井原市は、これまで５次にわたり「情報化計画」を策定し、 

高度情報化社会に対応した高速・大容量の通信網を市内全域に 

整備することで、市民の皆様が情報を利活用できる環境を整 

えてまいりました。 

一方、情報通信技術は急速に進化しており、それに伴う新 

しいサービスが創出されるなど、社会・経済活動や市民生活が大きく変化しつつあり、

地域情報化についても技術革新や情報セキュリティ確保への適確な対応が求められて

おります。 

 我が国におきましては「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」により「デジ

タルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸

せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～」が示されており、

あわせて自治体が重点的に取り組むべき事項を具体化した「自治体ＤＸ（デジタルトラ

ンスフォーメーション）推進計画」も示されております。 

こうしたことから、本市におきましても、このたび「井原市第６次情報化計画」を策

定し「デジタル化による利便性を実感できる情報化社会の実現」へと施策を進めていく

とともに「笑顔があふれ輝くまち みんなにやさしい社会を実現するためのデジタル

化」を進めることとします。 

今後は、この計画に基づき、市民の皆様はもとより、国、岡山県及び関係機関のご理

解とご協力を賜りながら、様々な情報化施策を実施し、地域情報化の推進を図ってまい

ります。 

最後になりましたが、本計画の策定に当たり、貴重なご提言、ご審議をいただいた井

原市情報化推進懇話会委員の皆様をはじめ、情報化に関するアンケート調査にご協力を

いただいた市民の皆様並びに関係各位に心から厚くお礼申し上げます。 

 

 令和５年３月 

 

                      井原市長  大 舌  勲 

 

 
 
市長写真 
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用語解説（本文中に※印がついている用語の解説です。） 

索引 用語 解説 

い インターネット分離 市役所の職員用パソコンから直接インターネ

ットにつながらないようネットワーク構成を

変更したこと。 

お 岡山県セキュリティクラウド 県内自治体のインターネット通信を集約し、

高度なセキュリティ対策を図る。また。セキ

ュリティ専門官による有人監視を行い、ウイ

ルス感染などのインシデント発生時に即該当

自治体に通報する仕組のこと。 

おかやま全県統合型ＧＩＳ 岡山県が提供する地図情報システムのこと。 

か 各種証明書のコンビニ交付 正式には「コンビニエンスストア等における

証明書等の自動交付」。以下「各種証明書の

コンビニ交付」という。全国のコンビニエン

スストア等の店舗内にあるマルチコピー機

（多機能端末機）から、住民票の写しなどの

証明書を取得できるサービスのこと。 

こ 子育てワンストップサービス マイナンバーカードを利用して子育てに関す

る申請をオンライン上で行うことができるサ

ービスのこと。 

さ サテライトオフィス 企業本社や団体の本庁舎・本部から離れた所

に設置された通信設備を整えたオフィスのこ

と。 

サーバ・ネットワーク機器の仮想化 １台のサーバコンピュータをあたかも複数台

のコンピュータであるかのように論理的に分

割し、それぞれに別のOSやアプリケーション

ソフトを動作させること。 

し 次世代高速無線通信 無線LAN並みの通信の速さと、携帯電話の広

域性を併せ持つ2.5ギガヘルツ帯の周波数で

の無線通信。 

自治体クラウド  さまざまな分野で活用が進んでいるクラウド

コンピューティング技術を電子自治体の基盤

構築にも活用して、地方公共団体の情報シス

テムの集約と共同利用を進めることにより、

情報システムに係る経費の削減や住民サービ

スの向上等を図るもの。 

情報弱者 様々な理由から、パソコンやインターネット

をはじめとする情報・通信技術の利用に困難

を抱える人。情報技術を活用できる層と情報

弱者の間に社会的・経済的格差が生じ、ある

いは格差が拡大していく現象を「デジタルデ

ィバイド」という。 

 



索引 用語 解説 

し 情報リテラシー パソコン等情報通信機器の操作、コンピュー

タネットワーク等で提供される情報やサービ

スの活用、情報に関する制度の知識など、情

報化社会に対応するための基礎的な能力のこ

と。 

す スマートフォン決済 スマートフォン決済アプリケーションを使っ

て納付書のバーコードを読み込むことで、事

前に登録されている口座やアプリケーション

にチャージされた金額から市税等を納付する

ことができるサービスのこと。 

た 第５世代移動通信システム（５Ｇ） 5th Generationとは、「高速大容量」「高信

頼・低遅延通信」「多数同時接続」という3

つの特徴を持つDX実現の基盤として注目され

ているもの。 

ち 地図情報提供システム 地図等を利活用し、防災情報や子育て支援情

報等の日常生活の利便性が向上する情報につ

いてインターネットを利用して確認ができる

サービスのこと。 

チャットボットサービス チャット（会話）をロボットが代行してくれ

るサービスのこと。会話情報をデータベース

に蓄積し、利用者からの問い合わせに自動で

返答する。 

て デジタルディバイド インターネットやパソコン等の情報通信技術

を利用できる者と利用できない者の間に生じ

る格差のこと。個人間の格差の他に、情報通

信基盤の整備に係る国家間、地域間の格差を

指す場合もある。 

デジタル・トランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ） 

Digital Transformationとは、企業がビジネ

ス環境の激しい変化に対応し、データとデジ

タル技術を活用して、顧客や社会のニーズを

基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変

革するとともに、業務そのものや、組織、プ

ロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の

優位性を確立すること。英語の接頭辞

「trans-」には「across（を超えて）」とい

う意味があり、後半の cross を「X」と略し

て「DX」と表記されることが多い。 

デジタルマーケティング インターネットと携帯電話などのデジタルメ

ディアやプラットフォームなどのデジタルテ

クノロジーを利用して製品やサービスを宣伝

するマーケティングの手法のこと。 

 



索引 用語 解説 

て データセンター 大量のデータを保管するための専用施設のこ

と。複数の通信業者による高速の回線が引き

込まれており、無停電電源装置（UPS）や自

家発電装置を備え、セキュリティや耐震性に

も優れる。 

テレワーク 勤労形態の一種で、情報通信技術を活用し時

間や場所の制約を受けずに、柔軟に働く形態

のこと。 

電子申請システム インターネットを利用して軽自動車納税証明

書交付請求や自治会長変更届等の申請や届出

を行うことができるサービスのこと。 

ひ 被災者支援制度１０業務 マイナポータルを活用し、優先して取り組む

10業務として罹災証明書、応急仮設住宅の供

与、応急修理の実施、障害物の除去、災害弔

慰金の支給、災害障害見舞金の支給、災害救

護資金の貸付、被災者生活再建支援金の支

給、災害公営住宅の入居、市町村民税の減免

がある。 

ほ ポータルサイト インターネットを接続した際、最初に訪れる

入口（Portal)となる、さまざまな情報が集

約されたサイトのこと。 

ま マイナンバー 社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情

報を管理し、複数の機関が保有する個人の情

報が同一人の情報であることを確認するため

に活用されるもの 

め メール配信システム 事前にメールアドレスを登録していただいた

方に、井原市からのお知らせ、学校からのお

知らせ、火災情報等の緊急情報を随時メール

で配信するサービスのこと。 

メール無害化 メール本文および添付ファイルについて、ウ

イルス等の混入を防ぐためファイルの変換

（無害化）を行うこと。 

ゆ ユニバーサルデザイン 文化・言語・国籍や年齢・性別・能力などの

違いにかかわらず、できるだけ多くの人が利

用できることを目指した建築（設備）・製

品・情報などの設計（デザイン）のことであ

り、またそれを実現するためのプロセス（過

程）のこと。 

わ ワーケーション workcationとは、「ワーク」と「バケーショ

ン」を組み合わせた造語。観光地やリゾート

地でテレワークを活用し、働きながら休暇を

とる過ごし方のこと。 



索引 用語 解説 

Ａ ＡＩ artificial intelligenceとは、「計算機

（コンピュータ）による知的な情報処理シス

テムの設計や実現に関する研究分野」のこ

と。 

Ｂ ＢＣＰ Business Continuity Planとは、企業が自然

災害などの緊急事態に遭遇した場合におい

て、損害を最小限にとどめ、事業の継続や早

期復旧を可能とするための方法、手段などを

取り決めておく計画のこと。 

ＢＰＲ Business Process Reengineeringとは、業務

の本来の目的に向かって既存の業務プロセス

全体を見直し、職務や業務フロー、組織、情

報システムなどを再構築するという考え方の

こと。 

Ｃ ＣＡＴＶ cable televisionとは、光ケーブルや同軸ケ

ーブルを使用するテレビ放送のこと。従来の

テレビのように電波をテレビ受信機が受信す

るものではないため、BS・CS用のパラボラア

ンテナやチューナーは不要。各地にケーブル

テレビ局があり、地域に密着した情報を配信

している。 

Ｅ ＥＣサイト electronic commerce siteとは、自社の商品

（広義では他社の商品）やサービスを、イン

ターネット上に置いた独自運営のウェブサイ

トで販売するサイトのこと。ECは、電子商取

引の略。 

Ｆ ＦＴＴＨ方式 Fiber To The Home とは、ＣＡＴＶのセンタ

ー局から光ファイバを伝送路として一般個人

宅へ直接引き込むもの。 

Ｈ ＨＦＣ方式 Hybrid Fiber Coaxial とは、ケーブルテレ

ビの配線方式の一種。ＣＡＴＶ局のセンター

局から光ファイバで配線し、途中で光電気コ

ンバーターによって各家庭には同軸ケーブル

で配線するもの。 

Ｉ ＩＣＴ Information and Communication Technology

とは、情報通信技術のこと。 

ＩｏＴ Internet of Thingsとは、様々な「モノ

（物）」がインターネットに接続され（単に

繋がるだけではなく、モノがインターネット

のように繋がる）、情報交換することにより

相互に制御する仕組みである。それによるデ

ジタル社会の実現も指す。 



索引 用語 解説 

Ｌ Ｌ－ＡＬＥＲＴ 災害情報等の住民が必要とする情報を迅速か

つ正確に住民に伝えることを目的とした情報

基盤であり、一般財団法人マルチメディア振

興センターが運営している。 

ＬＰＷＡ 「Low Power：低い消費電力」で「Wide 

Area：広域」に通信することを可能とする無

線通信技術のこと。センサーから小さなデー

タを長期に渡り通信することができ、IoT事

業に適したネットワークを構築できるとされ

ている。 

Ｒ ＲＰＡ Robotic Process Automationとは、人がパソ

コン上で行うキーボード操作やマウス操作

（定型業務）をソフトウェアのロボットによ

り自動化するもの。人間の知識をコンピュー

タ上で再現しようとするAI（人工知能）の技

術を用いたRPAもある。 

Ｓ ＳＤＧｓ Sustainable Development Goalsとは、持続

可能な開発目標であり、2015年9月の国連サ

ミットにて採択されたもので、地球上の「誰

一人取り残されない」ことをスローガンに、

2030年までに持続可能でよりよい世界の実現

を目指す国際目標のこと。17のゴールと169

のターゲットから構成される。 

ＳＮＳ  Social Networking Serviceとは、インター

ネット上で社会的ネットワークの構築を可能

にするサービスのこと。例）Instagram、

LINE、Twitter、Facebookなど 

Ｗ Ｗｉ-Ｆｉ メーカーが異なっていても相互接続できる無

線LANの総称。無線LANとは、数メートルから

数十メートルの範囲で高速なデータ通信を無

線で行う技術のこと。 
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第１章  情報化計画策定の背景 

 

 

１．井原市第６次情報化計画策定の趣旨 

近年の情報化は、国による「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」に基

づき、デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことが

でき、多様な幸せが実現できる社会、誰一人取り残さない、人にやさしいデジタル

化を目指している状況です。 

また、全国的な少子高齢化による人口減少及び労働力人口減少の問題、さらには

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）が蔓延し、社会経済活動が制限さ

れ、今までの生活や暮らしが大きく変化しました。 

こうした中、井原市においても「将来を見据えた元気なまちづくり」に向けて、

急速に発展するデジタル技術を最大限活用し、従来の制度や組織の在り方をデジタ

ル化に合わせて変革していく、社会全体のデジタル・トランスフォーメーション

（ＤＸ）※の取組が求められており、本市における情報化の現状を踏まえ、基本的

な方針や方向性を示す計画が必要です。 

計画の策定に当たっては、デジタル人材の確保及び育成、情報システムのセキュ

リティ対策による安全・安心なまちづくりの推進、高齢者や障害者等の情報弱者へ

の対応、マイナンバー※を活用した市民サービスの向上及び行政手続きのオンライン

化など、デジタル技術やデータを活用したまちづくりに今まで以上に取り組む必要

があります。 

このような視点から内容を検討するとともに、ＡＩ※（エーアイ）やＩｏＴ※（ア

イオーティー）など最新の動向について注視し、有効で導入可能なものは、計画に

反映していきます。 
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第１章  情報化計画策定の背景 

２．情報化計画の役割 

 本市では「井原市第５次情報化計画」（令和元年度～令和４年度）に基づき『安全・

安心に暮らせるまち「やさしさ」と「つながり」が実感できるデジタルコミュニテ

ィ』を基本方針として、５つの基本施策を掲げ、市民の誰もが安全・安心にＩＣＴ※

を利活用でき、この利便性を実感できることを目標に地域の情報化を推進してきま

した。 

 このたび策定する「井原市第６次情報化計画」は、デジタル技術やデータを活用

し、市民のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、みんなにやさしい社会の実

現を目指すため、進むべき方向を明らかにします。 

 また、本計画は本市の各分野における今後の情報化施策の推進基準とするととも

に、市民・企業・団体に取組への参画を求めるガイドラインになるものです。 

 

３．情報化計画の位置づけ 

 国・岡山県の情報化施策、井原市第７次総合計画等との整合性を図り、井原市第

７次総合計画の基本目標の「安全・安心で、美しい自然と調和した、みんなが住み

よさを実感できるまちづくり」を目標に、同計画に掲げる「市民にとって利便性の

高いサービス提供体制の確立、窓口サービスの改善・簡素化、各種媒体を利用した

情報発信、ＤＸ※の推進、情報セキュリティ体制の継続整備」などを計画実現のた

めの共通指針として「井原市第６次情報化計画」を策定します。限られたコストや

人的資源の中でも事務の効率化を図り、行政サービスの更なる向上につなげる計画

とします。 

 また「井原市ＤＸ※推進計画」及び官民データ活用推進基本法（平成２８年法律 

第１０３号）第９条第３項に規定する「井原市官民データ活用推進計画」としても

位置づけます。 
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第１章  情報化計画策定の背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 

「輝くひと 未来創造都市いばら」 

計画期間 平成３０年度～令和９年度 

基本目標 

①伝統、文化が引き継がれ、郷土を愛する

人が育まれるまちづくり 

②地域の宝を生かし、魅力がいっぱいで活

力にあふれるまちづくり 

③子育てしやすく、誰もが生きがいをもち、

 いきいきと暮らせるまちづくり 

④安全・安心で美しい自然と調和した、み

んなが住みよさを実感できるまちづくり 

計画実現のための共通指針 

・共生社会いばらの実現を進めます 

・市民と行政が手を携えてまちづくりを進めます 

・多様な主体との連携によるまちづくりを進めます 

 

市民にとって利便性の高いサービス提供体制の確

立、窓口サービスの改善・簡素化、各種媒体を利

用した情報発信、ＤＸの推進、情報セキュリティ

体制の継続整備 

デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針  

デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合った

サービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる

社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～ 

自治体ＤＸ推進計画 

 

 １．自治体の情報システムの標準化・共通化 

２．マイナンバーカードの普及促進 

３．行政手続のオンライン化 

４．ＡＩ・ＲＰＡの利用推進 

５．テレワークの推進 

６．セキュリティ対策の徹底 

岡山県ＤＸ推進指針 

 

 

 ・県の実施する行政サービスについて、デジタル

技術やデータを活用し、県民の利便性を向上させ

る。 

・ＡＩやＲＰＡなどのＩＣＴ活用により業務の効

率化を図り、限られた人的資源を行政サービスの

更なる向上につなげる。 

井原市 

国 岡山県 

井原市第６次情報化計画 

（井原市ＤＸ推進計画・井原市官民データ活用推進計画） 

≪地域情報化に係る総合計画≫ 

井原市第７次総合計画 
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第１章  情報化計画策定の背景 

４．計画の期間 

 本計画期間は、令和５年度（２０２３年度）から令和９年度（２０２７年度）まで

の５年間とします。ただし、国及び岡山県の動向や今後のＩＣＴ※分野での新たな技

術革新、社会情勢の変化等を考慮し、必要に応じて計画の見直しを図るものとします。 

 

年度 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

井原市総合計画
（上位計画）

第６次（R5～R9）

井原市第５次総合計画（Ｈ10～Ｈ19） 井原市第６次総合計画（Ｈ20～Ｈ29） 井原市第７次総合計画（Ｈ30～R9）

井原市情報化計画

第１次（Ｈ12～Ｈ16）

第２次（Ｈ18～Ｈ22）

第３次（Ｈ23～Ｈ27）

第４次（Ｈ28～Ｈ30）

第５次（R元～R4）



 

 

 

 

 

 

 

  

          １．生活におけるデジタル化 

        ２．ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション） 

        ３．国・岡山県の取組 

        ４．公的分野におけるデジタル化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章  情報化社会の動向 
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第２章  情報化社会の動向 

 

 

１．生活におけるデジタル化 

１）デジタル活用の現状 

  令和３年版 情報通信白書によると、スマートフォンが急速に普及し、モバイ

ル端末によるインターネット利用が拡大しています。   

 

【情報通信機器の世帯保有率】 （出典）総務省（2020）「通信利用動向調査」 

 

また、普段利用しているインターネットサービスは、インターネットショッピ

ング、支払・決済、地図・ナビゲーション等、生活・エンターテインメント関係

の利用が中心となっています。 

 

【普段利用しているインターネットサービス】 （出典）総務省調査（2020） 

第２章  情報化社会の動向 
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第２章  情報化社会の動向 

２）デジタル活用の課題 

情報通信機器の利用については、世代間で格差が見られ、特に７０歳以上の高

齢者の利用率が低くなっています。必要ない、使い方が分からない、必要なとき

は家族に任せるなど情報通信機器自体に無関心であることがわかります。 

 

 

 

【スマートフォンやタブレットの利用状況・スマートフォンやタブレットを利用しない理由（７０歳以上）】

（出典）内閣府（2020）「情報通信機器の利活用に関する世論調査」を基に総務省作成 
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第２章  情報化社会の動向 

２．ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）※ 

１）ＤＸ※の現状 

  日本企業のICT投資は、業務効率の向上を目的したものが中心であり、事業拡

大や新事業進出といったビジネスモデルの変革を伴うようなデジタル化は、広が

っていません。 

 

【先端技術の活用目的】 

（出典）財務省（平成 30 年）「財務局調査による「先端技術（IoT、AI 等）の活用状況」について」 

 

２）ＤＸ※の課題 

  日本のＩＣＴ※人材はＩＣＴ※企業に偏在しており、自治体等がＤＸ※を進める

上で人材不足が大きな課題となっています。 

 

【主要国の ICT 人材比較】（出典）令和元年版情報通信白書 

 

【DX を進める上での課題（日本企業）】（出典）総務省調査(2020) 
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第２章  情報化社会の動向 

３．国・岡山県の取組 

１）国の取組 

  国においては、令和２年１２月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向け

た改革の基本方針」により「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合っ

たサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さな

い、人に優しいデジタル化～」が示されました。 

さらに総務省でも、令和２年１２月に策定した「自治体ＤＸ※推進計画」を 

令和４年９月に改定し、自治体が重点的に取り組むべき事項を具体化するととも

に、総務省及び関係省庁による理念や支援策等を取りまとめています。 

また、令和３年９月にはデジタル庁が発足し、デジタル社会形成の司令塔とし

て、未来志向のＤＸ※を大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを今後５

年で一気呵成に作り上げることを目指しています。 

 

２）岡山県の取組 

岡山県においては、令和３年１０月に「岡山県ＤＸ※推進指針」が策定されま

した。基本姿勢として、県の実施する行政サービスについて、デジタル技術やデ

ータを活用し、県民の利便性を向上させること、ＡＩ※やＲＰＡ※などのＩＣＴ※

活用により業務の効率化を図り、限られた人的資源を行政サービスの更なる向上

につなげることを掲げています。これにより、経済を活性化させ、安心で豊かさ

が実感できる地域の創造に向け、これまでの概念にとらわれず利用者目線で見直

しを行い、新たな価値を創造することで、行政のデジタル化を推進し、“すべて

の県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現”を目指しています。 
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第２章  情報化社会の動向 

４．公的分野におけるデジタル化 

１）デジタル活用の現状 

  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、オンラインによる行政手続への住民

のニーズは高まっています。   

 

 

【オンライン行政手続の利用意向】 

（出典）トラストバンク「行政手続のデジタル化に関するアンケート」 

（実施期間：2020 年 7 月 31 日～8月 7 日） 

 

また、令和４年度に本市が行った情報化に関するアンケート調査において「井原

市において、ＩＣＴ※を使って実現して欲しいサービスは、どのようなものがあり

ますか。（複数選択あり）」の問いでも、緊急情報の発信に次いで行政手続のオ

ンライン化が挙がっています。 

 

 
 

11.9%

2.5%

8.9%

9.1%

13.6%

18.5%

24.9%

35.6%

39.8%

50.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

無回答

その他

行政データの公開

地域課題の解決

情報通信機器の使い方講習会の実施

マイナンバーを活用したサービス

市役所窓口の利便性向上

データ放送の充実

行政手続のオンライン化

緊急情報の発信
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第２章  情報化社会の動向 

２）デジタル活用の課題 

  一方、電子申請できる行政手続が限られている、電子申請できることを知らな

い、電子申請の使い方が複雑等の理由からオンラインの利用が広まっていませ

ん。 

 

 
【電子申請サービスを利用しなかった理由】 

（出典）令和３年版 情報通信白書 

 

また、令和４年度に本市が行った情報化に関するアンケート調査において「井

原市が提供・実施している電子サービス及びＩＣＴ※関連サービスで便利だと感

じるサービスがありますか。」の問いでも情報配信関連が上位に来ており、行政

手続関連は下位になっています。 

 

 
 

2.3%

6.2%

6.2%

7.5%

7.5%

13.1%

14.9%

18.0%

23.1%

27.5%

28.5%

34.2%

53.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

その他

地図情報提供システム

岡山県電子申請システム

どれも便利だと感じない

公共施設予約システム

井原市ＳＮＳ

キャッシュレス決済

スマートフォン決済

証明書のコンビニ交付

メール配信システム

データ放送

井原市ＨＰ

緊急告知端末器



 

 

 

 

 

 

 

  

１．井原市における情報化の現状 

２．市民が求める情報化 

３．情報化の基本方針 

４．情報化推進の基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  井原市における情報化の現状と方向性 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

 

 

 

１．井原市における情報化の現状 

１）井原市第５次情報化計画の進捗状況 

井原市の地域情報化推進に向けた進捗状況については、これまで井原市第５次情

報化計画（計画期間：令和元年度から令和４年度まで）に基づいて、各種施策を実

施しました。この計画では、５つの基本施策、３１の具体的な施策の実施を掲げて

います。これらの基本施策の進捗状況について評価すると、下記のとおり、おおむ

ね順調に進捗しました。 

 

基本方針 基本施策 具体的な施策項目 評価

施策１ 1 情報通信基盤設備の更新 ◎

情報通信基盤の強化 2 次世代高速無線通信等の推進 ○

3 公共施設のＷｉ－Ｆｉ環境整備 ◎

施策２ 1 テレビを活用した行政情報配信サービスの充実 ◎

市民サービスの向上・拡充 2 安全・安心情報の収集・配信の充実 ○

3 個人番号カードの普及促進 ◎

4 各種証明書のコンビニ交付及び市税のコンビニ収納 ◎

5 公衆無線ＬＡＮの整備 ◎

6 地図情報提供システムの充実 ◎

7 ＬＰＷＡネットワークを活用した各種通知システムの検討 △

8 ＳＮＳ等を活用した行政情報の配信の充実 ◎

9 電子申請の利用拡大 ◎

10 井原市ホームページの充実 ◎

施策３ 1 産業用高速通信の支援 ◎

地域産業の活性化・育成 2 産業支援情報提供システムの推進 ○

3 市内事業者データベースの整備 ○

4 情報通信基盤を活用した地域産業の活性化支援 ○

5 インターネットを活用した販路開拓の支援 ◎

施策４ 1 小中高等学校における教育・啓発 ◎

情報化社会に対応した人材育成 2 学校ＩＣＴ環境の整備 ◎

3 市民向けの教育・講習の充実 ◎

4 地域産業分野のＩＣＴ活用能力の育成 ◎

5 個人情報保護とモラルの向上 ◎

施策５ 1 情報セキュリティの強化 ◎

電子市役所の形成 2 市税等納付方法の利便性向上 ◎

3 受付情報の一元化 ○

4 地図情報提供システム（統合型ＧＩＳ）の拡充 ◎

5 自治体クラウドについての検討 △

6 文書管理・電子決裁・情報公開システムの構築 △

7 電子機器等の効率化 ◎

8 ＲＰＡ等を活用した業務改善の研究・検討 ◎

＜評価について＞ ◎　取り組んだ 22

○　一部取り組んだ 6

△　検討した・検討している 3

×　取り組んでいない・見送った 0

井原市第５次情報化計画における施策の進捗状況

安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

「
や
さ
し
さ
」

と

「
つ
な
が
り
」

が
実
感
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ

第３章  井原市における情報化の現状と方向性 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

■施策１ 情報通信基盤の強化 

具体的な施策項目 計 画 内 容 実 施 状 況 

１）情報通信基

盤設備の更新 

 

芳井及び美星地区の情報

通信基盤設備は、整備から

十数年が経過し、耐用年数

を迎える。通信技術の進歩

に伴い、高速かつ大容量の

データ送受信環境が求めら

れている中、旧井原市内、

芳井町の一部は、平成２８

年度に光ケーブル（ＦＴＴ

Ｈ方式）※での更新が完了

している。 

こうしたことから、市内

における地域間の情報通信

速度格差を是正するために

も、大容量の通信が可能と

なる光ケーブルによる再構

築を本計画の計画期間で実

施することを目指す。 

 

芳井及び美星地区の情報通信基盤設備について

は、平成１７年の市町村合併後に、井原市が難視聴

対策事業として平成１８年から平成２１年にかけて

ケーブルテレビ網（ＨＦＣ方式）※を整備し、テレビ

及びインターネットを利用するためのインフラ整備

を行った。 

しかし、整備から十数年が経過し、平成１８年に

構築したエリアは、令和２年に耐用年数を迎えた。

通信技術の進歩に伴い、高速かつ大容量のデータ送

受信環境が求められているなか、井原放送株式会社

の整備エリア（旧井原地区及び芳井地区の一部）に

ついてはＦＴＴＨ方式※での更新が完了している。 

こうしたことから市内における地域間の情報格差

を是正するため、ＦＴＴＨ方式※による再構築を令和

２年度から４か年をかけて行う予定であり、第３期

工事を実施中である。 

２）次世代高速

無線通信※等

の推進 

現在、携帯電話通信事業

者のサービス提供エリアの

拡大により、一部山間部を

除く市全体に高速無線通信

(４Ｇ)環境が整備された。 

今後も引き続き、市全域

を更にきめ細かくカバー

し、場所や通信設備を意識

することなく、どこでもイ

ンターネット通信を行える

環境を実現するための手段

として、次世代高速無線通

信※の動向に注視するとと

もに、関係電気通信事業者

に働きかけを行う。 

 

令和２年３月から都市部を中心に、次世代高速無

線通信（第５世代移動通信システム：５Ｇ）※のサ

ービス提供が開始された。この通信エリアは順次拡

大しており、令和４年４月時点で市内中心部におい

て５Ｇ※のサービス提供が開始されている。 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

具体的な施策項目 計 画 内 容 実 施 状 況 

３）公共施設の

Ｗｉ－Ｆｉ※

環境整備 

指定避難所への 

Ｗｉ－Ｆｉ※環境整備を進

める。 

学校無線ＬＡＮを整備

し、タブレット端末等を用

いた授業での活用、災害時

には避難者が利用できるな

ど、切り替えての利用も可

能な仕組みづくりを考慮し

て導入を進める。 

図書館などの公共施設に

もＷｉ－Ｆｉ※環境の整備

を検討し、観光客等も含め

た利用者の利便性の向上を

図る。 

 

平成３０年度から令和２年度までの３か年におい

て、全小中学校の教室及び体育館にＷｉ－Ｆｉ※環

境の整備を行い、避難所開設時は公衆無線 

Ｗｉ－Ｆｉ※を開放するとともに、平時は児童生徒

１人１台のタブレット端末の利用を可能にするな

ど、「教育のＩＣＴ※化」の加速を図った。 

また、令和２年度にはペンションコメットにおい

てワーケーション※用に拡充するため整備を行っ

た。 

さらに、令和３年度には星の郷観光案内所へ高梁

川流域Ｗｉ－Ｆｉ※のアクセスポイントを１か所追

加し、観光客等も含めた利用者の利便性向上を図っ

た。 

令和４年度には、幼稚園及び平櫛田中美術館（新

館建設時）にて整備を行う。 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

■施策２ 市民サービスの向上・拡充 

具体的な施策項目 計 画 内 容 実 施 状 況 

１）テレビを活

用した行政情

報配信サービ

スの充実 

現在、井原放送株式会社

が構築し運用しているデー

タ放送サービスと連携し、 

ＣＡＴＶ※を活用した情報

提供の更なる充実に取り組

む。災害時においても効果

的な運用に努める。 

 

井原市からのイベントや募集情報などを配信して

いる。 

令和３年３月からは「新型コロナ関連情報」のカ

テゴリーを追加し、市民が求める情報をわかりやす

く配信するようサービスを向上させた。 

２）安全・安心

情報の収集・

配信の充実 

現在、災害時の情報配信

は、それぞれのシステムに

情報を入力し配信する必要

があり、一定の時間を要す

るため、より迅速かつ適正

な情報を一括で配信できる

システムや仕組みづくりの

研究及び検討を行う。被災

者の支援情報を的確に収

集・把握するため、被災者

支援システムの導入も検討

する。 

災害時の情報配信は、岡山県総合防災情報システ

ムとＬ－ＡＬＥＲＴ※との連携により、岡山県総合防

災情報システムにのみ入力することで自動配信が可

能となった。 

また、井原市メール配信サービス※で配信する内容

は、ＦａｃｅｂｏｏｋとＴｗｉｔｔｅｒに同時配信

できるシステムへ拡張した。 

被災者支援システムの導入については、国（内閣

府）において、自治体の被災者支援に関するシステ

ム整備促進を目的として、「クラウド型被災者支援シ

ステム」の構築を進める方針が示されたことから独

自システムの導入や検討を見送った。 

 

３）個人番号カ

ードの普及促

進 

個人番号カードを活用し

たサービスの拡充などを行

い、この普及促進に努め

る。 

窓口での申請支援受付に加え、令和３年１月から、

職員が市内の企業や団体等を訪問し、交付申請受付

を行う「出張申請受付」や窓口においても申請者が

希望し、かつ条件を満たす時は、交付時は来庁せず

にカードを郵送で受け取ることができる「申請時来

庁方式」による受付を実施し、個人番号カードの取

得促進に取り組んだ。 

引き続き、効果的な普及促進と制度周知について

検討する。 

 

【参考】 令和４年８月末現在 個人番号カード  

交付者数：１７，４２２人 交付率：４４．９％

（全国：４７．４％ 県：４６．５％） 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

具体的な施策項目 計 画 内 容 実 施 状 況 

４）各種証明書

のコンビニ交

付※及び市税

のコンビニ収

納 

個人番号カードを活用

し、市民が全国のコンビニ

エンスストア等で、住民票

や印鑑登録証明書などの交

付を受けることができるサ

ービスや住民税・固定資産

税などの市税を納付できる

サービスの導入を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年４月から、コンビニ収納を開始した。 

さらに令和２年３月から、個人番号カードを利用

して、全国のコンビニエンスストアなどで住民票の

写し、印鑑登録証明書、所得（課税）証明書などが

取得できるコンビニ交付を実施し、市民サービスの

向上に努めた。 

令和５年１月から軽自動車税の納税データを軽自

動車検査協会と共有化することで、車検時に納税証

明の添付が不要となる予定。 

 

【参考】各種証明書のコンビニ交付状況（単位：件） 

証明書の種類 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

住民票の写し等 7 774 1,390 

印鑑登録証明書 23 702 1,252 

所得（課税）証明書 13 106 185 
 

５）公衆無線 

ＬＡＮの整備 

図書館などの公共施設に

もＷｉ－Ｆｉ※環境の整備

を検討し、観光客等も含め

た利用者の利便性の向上を

図る。 

令和３年度に星の郷観光案内所へ高梁川流域 

Ｗｉ－Ｆｉ※のアクセスポイントを１か所追加し、

観光客等も含めた利用者の利便性向上を図った。 

令和４年度には、平櫛田中美術館（新館建設時）

にて整備を行う。 

 

６）地図情報提

供システム※

の充実 

現在、市民向けに公開し

ている地図情報公開システ

ムについて、より視覚的に

分かりやすい情報提供を継

続して行うこととし、掲載

情報についても随時追加を

行う。 

平成２３年１０月より県内の市町村で共同利用を

行っているおかやま全県統合型ＧＩＳについて、令

和３年１０月にリニューアルを行った。 

市民向け、内部用の両面で様々な地図情報を作成

し、利用を行っている。 

市民の皆様向け地図情報掲載マップ 

・土地利用基本計画図  ・防災情報 

・浸水想定区域情報   ・土砂災害危険箇所 

・土砂災害警戒区域   ・特別警戒区域情報 

・山地災害危険情報   ・ため池情報               

・指定・県指定文化財  ・埋蔵文化財(遺跡)            

・震度分布図      ・液状化危険度分布図           

・土砂災害防災マップ  ・サル情報マップ 

 内部用地図情報掲載マップ 

・カーブミラー設置箇所 ・街灯設置箇所 など 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

具体的な施策項目 計 画 内 容 実 施 状 況 

７）ＬＰＷＡ※

ネットワーク

を活用した各

種通知システ

ムの検討 

地域の行政課題に対応す

るため、低消費電力・広域

通信を特徴とする通信技術

「ＬＰＷＡ※」を使ったネ

ットワークの構築を検討

し、通信事業者等との提携

による実証実験等への参加

について研究・検討を行

う。 

 

国内においては、児童の登下校お知らせサービス、

水道の検針などで活用されているが、本市において

検討を行なった結果、導入や構築ができる業務が無

いため見送った。 

８）ＳＮＳ※等

を活用した行

政情報の配信

の充実 

ＳＮＳ※は、即時性の高

い情報配信ツールとして有

効であるため、行政情報や

イベント情報等の配信を積

極的に行う。また、災害情

報・災害関連情報も、災害

時の行政情報を取得するツ

ールの一つとして有効であ

るため、配信の方法や活用

するＳＮＳ※の種類などに

ついて検討を行う。 

 

井原市公式Ｆａｃｅｂｏｏｋのほかに新たに井原

市公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、ＬＩＮＥ、 

Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＹｏｕＴｕｂｅ、を開設した。市

政情報、イベント情報など井原市に関する様々な情

報を各課より投稿している。 

その他、平櫛田中美術館、美星天文台、でんちゅ

うくんなど個別アカウントでの情報発信も行ってい

る。 

 

９）電子申請の

利用拡大 

引き続き各種申請、研修

等の申込ツールとしての活

用、子育てワンストップサ

ービス※の申請窓口として

の活用など、利用項目につ

いて精査し、利用者の拡大

を図る。 

 

 電子申請の利用拡大を担当課に呼びかけた。 

コロナ禍において対面によらない手続の必要性が

増したこともあり、新型コロナワクチン接種券受付

業務やいばらぶ学生エール便の申込などにおいて、

電子申請システム※ を活用し、受付を行った。 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

 

具体的な施策項目 計 画 内 容 実 施 状 況 

１０）井原市ホ

ームページの

充実 

掲載情報の充実を図り、

市民にとって分かりやす

く、有益な行政情報の積極

的な配信に努める。井原市

への移住・定住促進などに

向け、本市の魅力的な生活

環境や取組を紹介するポー

タルサイト※等も、引き続

き内容の充実を図る。 

また、災害時における災

害情報・災害関連情報の配

信を迅速かつ適正に行える

よう配信方法や配信内容に

ついて検討を行う。 

 

「移住定住」、「ひとづくりのまち井原」「渋沢栄一

と井原」や井原の魅力を発信するシティプロモーシ

ョンページなど期間限定のものも含めポータルサイ

トを充実させ、魅力的なホームページとなるよう取

り組んだ。 

・移住・定住ポータルサイト「井原Ｌｉｆｅ」 

令和４年４月リニューアル 

・「ひとづくりのまち井原」 令和３年４月構築 

・文化財センター特別展「渋沢栄一と井原」 

令和３年７月～令和４年１月 

・シティプロモーション事業 

令和２年 「はじめましていばら」 

令和３年 「Ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ ｉｓ Ａ 

ＳＴＡＲ」  
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

■施策３ 地域産業の活性化・育成 

具体的な施策項目 計 画 内 容 実 施 状 況 

１）産業用高速

通信の支援 

井原市が整備した芳井及

び美星地区の情報通信基盤

設備は、整備から十数年が

経過し、耐用年数を迎え

る。市内における地域間の

情報格差を是正するために

も、大容量の通信が可能と

なる光ケーブル（ＦＴＴＨ

方式) ※による再構築を本

計画の計画期間で実施する

ことを目指す。 

 

産業活動において、大容量のデータ通信が求めら

れていることを受け、芳井及び美星地区についても

ＦＴＴＨ方式※による再構築を令和２年度から４か年

をかけて行う予定であり、第３期工事を実施中であ

る。 

２）産業支援情

報提供システ

ムの推進 

国・岡山県・市が行う、

経営・金融・財務・商業サ

ポート等の支援情報を事前

に登録された市内企業にメ

ールで送信するなど、リア

ルタイムな情報発信を推進

する。 

井原市単体でのシステム構築が難しいことから、

公益財団法人岡山県産業振興財団がシステム構築を

している「ＳＳＮニュース」（メールマガジンによる

産業支援情報の提供（毎週火曜日に定期発信））及び

「オプティックニュース」（県内企業や産業支援機関

等が登録するメーリングリスト（随時発信））への登

録を呼びかけるよう井原商工会議所や備中西商工会

を通して依頼した。 

また、井原商工会議所では公益財団法人岡山県産

業振興財団のメールサービス「ＳＳＮニュース」や

「オプティックニュース」への登録の勧奨だけでな

く、会員企業を対象とした独自のメーリングリスト

（登録数：４６０社）を作成し、市の実施する新型

コロナウイルス感染症関連の事業者支援策の情報提

供を随時行った。 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

具体的な施策項目 計 画 内 容 実 施 状 況 

３）市内事業者

データベース

の整備 

井原市地場産業振興センタ

ー、井原商工会議所、備中西

商工会、事業者がそれぞれ連

携し、事業者の概要・技術・

ノウハウ等の情報をデータベ

ース化することで、市内事業

者の取引支援を行い、産業の

振興を図る。 

本市の産業支援コーディネーターが市内事業者

を訪問し、情報提供の協力を得た事業所から事業

所概要、技術、商品等についての情報を取得し、

データベース化を行っている。このデータは、産

業支援コーディネーターによる取引支援（マッチ

ング支援）に使用しており、公開については一部

秘密情報等を含むことから行っていない。 

なお、事業所情報の公開については、公益財団

法人岡山県産業振興財団が構築する「おかやま企

業情報ナビ」（県内企業情報のデータベースを公開

したポータルサイト※）への登録を呼びかけている。 

 

４）情報通信基

盤を活用した

地域産業の活

性化支援 

情報通信基盤を活用した市

内の既存産業の活性化、更に

は市外・県外からの企業の誘

致を図るため、サテライトオ

フィス※の支援など新たな企

業立地に向けた取組や、テレ

ワーク※の支援など働き方改

革に向けた取組について検討

する。 

 

現在、情報通信基盤の整備を実施中であり、新

型コロナウイルス感染症拡大の影響で全国的な需

要も高まっているため、アフターコロナを見据え、

呼びかけを行った。今後、産業界からサテライト

オフィス※やテレワーク※への支援に関する要望が

あれば、需要や効果などを検証しながら検討を行

いたい。 

５）インターネ

ットを活用し

た販路開拓の

支援 

商工会議所等が運営する商

品取引支援サイトの活用を促

進し、市内の特産品等の商品

情報を配信することで、新た

な販路拡大の支援を進め、地

域経済の活性化を図る。 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により対面販

売以外の手法での販路拡大の必要性が急速に高ま

ったことから、ホームページやインスタグラム、

ＥＣサイト※に係る運営や構築などに必要な事業費

を支援する補助制度を設置し、新たな販路開拓の

支援を図った。 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

■施策４ 情報化社会に対応した人材育成 

具体的な施策項目 計 画 内 容 実 施 状 況 

１）小中高等学

校における教

育・啓発 

情報化社会の中で本市の子

どもたちが安全・安心に情報に

触れられるように、児童・生徒、

保護者も含めてセキュリティ

等に関する情報教育・啓発を実

施する。 

また「ＩＣＴ※を活用した授

業の推進」「情報活用能力の育

成の推進」「教員のＩＣＴ※活

用指導の向上」「情報モラル教

育の推進」に取り組む。 

 

【小中学校】 

 児童生徒 1人１台端末の導入によりＩＣＴ※機

器が子どもたちにとって、より身近なものとなっ

た。子どもたちが安全・安心に情報に触れられる

ようにＩＤやパスワードの管理の仕方やＷｅｂに

アクセスする際に注意することなどの指導を行う

とともに、情報モラルについても指導を行った。

保護者に対しても、端末の利用についての文書を

配布するとともに、ネット社会に潜む危険性に関

する研修を行うなど情報教育の啓発を図ってい

る。 

また、県主催の「ＯＫＡＹＡＭＡスマホサミッ

ト」の案内を各校へ周知し、情報モラル教育推進

への啓発を図っている。 

１人１台端末が効果的に活用できるよう、教員

対象の研修を実施し「ＩＣＴ※を活用した授業の

推進」「教員のＩＣＴ※活用指導の向上」を図っ

た。 

【高等学校】 

毎年１年生を対象として、スマートフォンや 

ＳＮＳ※等の使用に伴うトラブル等について周知

するとともに、適切な使い方について指導を行っ

ている。全学年を対象とした、外部講師による情

報モラルについての研修会を実施している。 

 ＩＣＴ※の活用については、教員の活用指導力

の向上のため、授業や個別事例について協議、意

見交換を行うタブレットを使った研修会を実施し

ているほか、ＩＣＴ※を活用した授業の推進を図

っている。 

２）学校ＩＣＴ※

環境の整備 

国の進める「教育のＩＣＴ

※化に向けた環境整備５か年

計画」を踏まえ、超高速イン

ターネット及び無線ＬＡＮや

デジタル教科書、電子黒板、 

ＩＣＴ※支援員の充実など学

校ＩＣＴ※環境の整備を進め

る。また、タブレット端末や

プログラミング教育推進用教

材も、導入の検討を行う。 

小中学校及び市立高等学校に高速通信に対応し

た無線ＬＡＮネットワーク環境と、児童生徒１人

１台のタブレット端末を整備した。また、小中学

校へ電子黒板の整備を行い、デジタル教科書及び

プログラミング教材の整備も進めている。さらに

小中学校、市立高等学校及び大山塾に「ＩＣＴ※

支援員」を派遣し、教育のＩＣＴ※化が加速する

学校現場において、教職員によるＩＣＴ※機器の

活用方法の習得や、業務をサポートする体制を拡

充した。 
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具体的な施策項目 計 画 内 容 実 施 状 況 

３）市民向けの

教育・講習の

充実 

アクティブライフ井原をは

じめとする生涯学習施設、各

地区公民館でのパソコン教室

等の継続的な開催に取り組

み、セキュリティに関する周

知及び操作支援等を実施する

ことで、誰もが情報化社会の

恩恵を享受できる地域社会の

実現を目指す。また、誰もが

気軽に講座などに参加できる

仕組みづくりについて取り組

む。 

 

アクティブライフ井原をはじめとする各公民館、

ふれあいセンター、芳井生涯学習センターでパソ

コン教室等を継続的に開催した。 

また、スマートフォンの普及が進み、様々な手

続が可能となっている状況を鑑み、令和４年度よ

りスマートフォン講座を開催し、講座内容・回数

の充実を図るとともに、従来のパソコン講座では

対象にならないスマートフォンのみを使用する層

にも支援が届くように取り組んだ。 

４）地域産業分

野のＩＣＴ※

活用能力の育

成 

第５次情報化計画から引き

続き井原商工会議所・備中西

商工会が中心的な役割を担

い、地域産業への情報化に関

する学習支援体制の充実を図

り、市内の企業で働く人の 

ＩＣＴ※活用能力を一層高め

るための取組を推進する。ま

た、普及の広がっている電子

申告などにも柔軟に対応でき

る人材を育成するとともに、

情報システムの安全性・セキ

ュリティ対策と個人情報保護

の視点に立ったＩＣＴ※活用

能力の育成にも取り組む。 

 

井原商工会議所では全国の商工会議所・商工会

が共同運営するビジネスモール「ザ・ビジネスモ

ール」の活用を促進するなど、新たな販路開拓に

ついて継続的にＩＣＴ※を利活用している。さら

に、ＳＤＧｓ※やＢＣＰ※に関するセミナーをオン

ライン限定で開催することで、参加事業者の 

ＩＣＴ※活用能力の向上に繋げている。また、備

中西商工会でもＩＣＴ※の活用に関する講演会や

専門家の派遣を行う等ＩＣＴ※活用能力の育成に

努めている。 
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具体的な施策項目 計 画 内 容 実 施 状 況 

５）個人情報保

護とモラルの

向上 

 地域情報化の進展に伴い、

データベースの構築や運用に

当たって個人情報の保護手

段・啓発等について十分な対

応を企業・学校・各種団体・

商店等とともに推進する。 

①企業・商店等関係 

井原商工会議所・備中西商工会から推薦された

者を市の個人情報保護制度運営審議会の委員に委

嘱し、個人情報の適正な取扱いについて会員企業

を中心に周知を図った。 

 

②学校関係 

小中学校においては、毎年、授業の中で情報モ

ラルについての学習に取り組んでいる。また、井

原市学校情報セキュリティポリシーの改定を行う

とともに、学習端末利用機器・校務端末利用規定

を策定した。 

 

③市の取組 

個人情報に関するセキュリティ対策は、情報資

産の取扱やセキュリティ対策について取り決めて

いる市情報セキュリティポリシーに基づき、対策

に努めている。情報セキュリティポリシーは、情

報システム等の変化や情報セキュリティに関する

脅威の変化等に対応していくため、令和４年４月

１日に改訂した。 

また、マイナンバー※の取扱は、国の示す特定

個人情報の適正な取扱に関するガイドラインに基

づき、システムの操作権限の制限、アクセス制限

や関係システムのアクセス履歴、操作履歴の管理

や監視を行うとともに、不正アクセスなどの対策

を厳格に行っている。さらに担当職員には、国が

行っている eラーニングでマイナンバー※制度に

おける情報セキュリティの重要性、情報の取扱、

脅威と脆弱性などの情報セキュリティの基本など

を学ぶ研修を受講させ、情報セキュリティの意識

を高めている。 
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■施策５ 電子市役所の形成 

 

 

 

 

 

 

 
 

具体的な施策項目 計 画 内 容 実 施 状 況 

１）情報セキュ

リティの強化 

平成２８年度に国の自治体

情報セキュリティ強化対策事

業に合わせ情報セキュリティ

の強化を行い、不正アクセス

や標的型メール等の攻撃につ

いて必要な措置を図った。今

後も引き続き、情報システム

の構築及び運用に当たって、

適切な技術的・物理的・人的

対策を図り、情報セキュリテ

ィ強化対策に努める。 

 

国の自治体情報セキュリティ強化対策事業に合

わせ、平成２８年１２月にインターネット分離※、

メール無害化※、岡山県セキュリティクラウド※へ

の接続などを行い情報セキュリティの強化を行い、

不正アクセスや標的型メール等の攻撃について必

要な措置を図り、その後も継続的に強化に取り組

んでいる。 

 

２）市税等納付

方法の利便性

向上 

市税・各種手数料・使用料

等の納付方法について、一体

的に見直しを行い、コンビニ

納付、クレジット納付を視野

に入れ、その実施について検

討する。 

 

令和元年度にコンビニ収納を、令和３年度にス

マートフォン決済※を開始した。 

令和５年度にＱＲコード対応納付書により全国

金融機関窓口で納付可能となる予定である（令和

４年度システム改修）。 

３）受付情報の

一元化 

受付窓口で各種届出を受理

する際に、複数課にわたる窓

口業務をスムーズに行うた

め、来庁目的や世帯の状況等

に合わせて、他の必要な手続

を案内し、受付した情報を各

担当課と連携できる新たな情

報システムの構築について、

個人番号カードの活用等も含

めて、調査・研究を進める。 

 

異動受付時に、書面で関係手続や担当課への案

内を行っている。 

また、現在の住民基本台帳システムで介護、後

期、児童、国保、年金の有無の確認が可能である

ため、各担当課への案内と情報共有が可能となっ

ている。 

今後も申請書類の記入削減や市役所滞在時間の

短縮、システム入力・検索の省略や窓口案内の簡

略化などが実現できるような、個人番号カードを

活用するシステムの構築について調査、研究を行

う。 
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具体的な施策項目 計 画 内 容 実 施 状 況 

４）地図情報提

供システム※

（統合型 

ＧＩＳ）の拡

充 

現在、運用している統合型

ＧＩＳを複数の部署が利用す

る庁内横断的なシステムとし

て更に利活用を推進し、地図

の共用化によるコスト削減、

新たな地図利用業務への展開

及び業務の効率化を図る。ま

た、市民向けの井原市地図情

報も、より視覚的に分かりや

すい情報提供を継続して行う

こととし、掲載情報について

も随時追加を行う。 

 

平成２３年１０月より県内の市町村で共同利用

を行っているおかやま全県統合型ＧＩＳについ

て、令和３年１０月にリニューアルを行った。 

市民向け、内部用の両面で様々な地図情報を作

成し、利用を行っている。 

市民の皆様向け地図情報掲載マップ 

・土地利用基本計画図  ・防災情報 

・浸水想定区域情報   ・土砂災害危険箇所 

・土砂災害警戒区域   ・特別警戒区域情報 

・山地災害危険情報   ・ため池情報               

・指定・県指定文化財  ・埋蔵文化財(遺跡)            

・震度分布図      ・液状化危険度分布図           

・土砂災害防災マップ  ・サル情報マップ 

 内部用地図情報掲載マップ 

・カーブミラー設置箇所 ・街灯設置箇所 など 

 

５）自治体クラ

ウド※につい

ての検討 

自治体クラウド※の推進が

近年求められており、東日本

大震災の経験も踏まえ、堅牢

なデータセンター※を活用す

ることで、行政情報を保全

し、災害・事故等発生時の業

務継続を確保する観点から、

共同利用の方向性について

国・岡山県や近隣市町と連携

しながら、長期的な経費につ

いての検討、自治体クラウド

※への移行時期や移行するシ

ステム等について検討を行

う。 

 

国により、自治体における情報システム等の共

同利用、手続の簡素化、迅速化、行政の効率化等

を推進するため、住民記録、地方税など自治体の

情報システム２０業務の標準化・共通化に取り組

むこととしており、全国規模のクラウド基盤（ガ

バメントクラウド）にこれらを構築し、各自治体

が利用する予定としている。本市においても令和

７年度までに完了を目指す。 
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具体的な施策項目 計 画 内 容 実 施 状 況 

６）文書管理・

電子決裁・情

報公開システ

ムの構築 

 文書の作成から決裁、保管

及び廃棄までの文書サイクル

を電子的に一元管理し、迅速

かつ適正な意思決定を行うた

めの文書管理システム及び電

子決裁システムや、情報公開

制度に対応した情報公開シス

テムの導入を、既に導入して

いる近隣市町などの状況を参

考に、投資効果や運用面の課

題等を整理し、引き続き調

査・研究を行う。 

 

文書管理システムについては、市役所庁内にお

いて専門ワーキンググループを設置し検討した経

緯があるが、実施時期及び運用方法を精査し、テ

レワーク※システムなどとあわせて研究する必要が

あることから見送られている状況である。他団体

事例を調査の上、引き続き調査・研究を行う。 

７）電子機器等

の効率化 

 基幹系システムの効率化と

並行して、サーバ・ネットワ

ーク機器の仮想化※を行い、

サーバの購入台数を減らすこ

とで投資コストの削減、ハー

ド保守費やサポート費の削

減、ラック数・電源容量等の

削減について引き続き推進す

る。 

また、自治体クラウド※を見

据えたデータセンター※の利

用に関する検討を行う。 

 

平成２５年度に行ったサーバ機器の仮想化導入

により、現在３８台のサーバを仮想基盤上に構築

し、サーバ機器、ライセンスなどを集約している。

平成３０年には、機器保守期限終了のため更新を

実施、令和３年には容量の追加も実施した。 
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具体的な施策項目 計 画 内 容 実 施 状 況 

８）ＲＰＡ※等

を活用した業

務改善の研

究・検討 

 社会情勢の変化に伴って、

業務の増加・多様化が生じて

おり、住民サービスの質を低

下させることなく行政運営を

行っていくため、事務処理の

自動化技術やＡＩ※等の技術

を用いた事務改善に取り組

む。書類の転記や数字の入力

といった、定型的な事務作業

を自動化するＲＰＡ※の導入

について検討を行い、定型的

な業務から、より市民と向き

合う付加価値の高い業務に集

中できる環境の構築を目指

す。また、ＡＩ※等の技術が

活用可能な業務について研究

を行い、手間と時間がかかる

仕事を効率化し、住民サービ

スの向上を図るための業務改

善について検討を行う。 

 

保育園入所選考業務について、ＡＩ※技術を用い

たシステムを導入し、年間約４００時間の業務時

間を削減した。 

また、令和２年度からＲＰＡ※を導入し、定型業

務の自動化を図り、令和３年度までで年間約 

３００時間の業務時間を削減した。令和４年度か

らはさらに文字の自動読取を行うＡＩ－ＯＣＲと

組み合わせて業務の自動化を図っており、今後も

引き続き適用業務の拡大を図る。 
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２）井原市における情報化のあゆみ 

年 月 情報通信基盤関係 情報化サービス関係 

平成 8 10  ●市ホームページの開設 

10 3 ●テレトピア地域の指定 

●電子計算機処理データに関する保護管理規程策定 

                (Ｈ14.10 改正) 

 

11 ●庁内情報化推進委員会設置  

11 6 ●市情報化推進懇話会の設置  

12 2 ●岡山情報ハイウェイとの接続 

 （アクティブライフ井原） 

 

3 ●庁内情報化推進計画の策定 

●井原放送（株）双方向ＣＡＴＶ回線の整備  

（井原町、上出部町、下出部町、七日市町、笹賀町と 

 上稲木町の一部、芳井町西吉井地区、東吉井地区） 

 

9 ●旧美星町行政情報ネットワークの整備  

13 2 ●井原放送（株）双方向ＣＡＴＶ回線の整備 

 （高屋町、西江原町の一部、芳井町与井地区、 

  佐原地区及び梶江地区の一部） 

●ＩＴ講習会の開催 ３６会場 

6 ●井原市情報ネットワークの整備 

 井原放送（株）双方向ＣＡＴＶ回線により、 

 本庁舎と出先１０施設が接続 

●市ホームページのリニューアル 

●公共施設予約案内システムの稼動 

●ライブ中継映像システムの稼動 

●図書検索システムの稼動 

●市民開放端末の設置 

●テレビ会議システムの導入（井原・出部・高屋・西  

江原小学校、井原・高屋中学校、市立高校） 

7 ●旧芳井町行政情報ネットワークの整備 ●市ホームページ総合案内の開設 

14 

 

 

 

 

 

 

3 ●岡山県電子自治体推進協議会へ参加 

 

●テレビ会議システムの導入 

 （大江・稲倉・野上小学校） 

4  ●議会議事録検索システムの稼動 

6 ●井原放送（株）双方向ＣＡＴＶ回線の整備 

 （木之子町） 

●井原市情報ネットワークの接続施設追加 

 井原放送（株）双方向ＣＡＴＶ回線により、 

 本庁舎と出先８施設が接続 

●テレビ会議システムの導入 

 （木之子小・中学校） 

7  ●岡山県図書館横断検索システムの稼動 

8 ●住民基本台帳ネットワークシステム１次稼働  

10  ●ご意見・ご提言ページの開設 

12 ●井原放送（株）双方向ＣＡＴＶ回線の整備 

 （門田町、西方町、東江原町、神代町、大江町、 

  上稲木町、下稲木町、岩倉町） 

●テレビ会議システムの導入 

 （荏原・県主・青野小学校） 
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年 月 情報通信基盤関係 情報化サービス関係 

15 5  ●井原市制施行５０周年記念事業 

 インターネットクイズ「見来探見」開催 

7 ●市役所新庁舎の完成 

●井原市情報ネットワークの強化 

 本庁舎とアクティブライフ井原を光ファイバで接続 

 新庁舎内の光幹線・庁内ＬＡＮの整備 

●岡山情報ハイウェイとの接続 

 （本庁舎へ接続ポイントを移設） 

●戸籍総合システムの稼動 

●行政情報動画配信システムの稼動 

●住民票、印鑑登録証明書発行用自動交付機を本庁へ 

設置 

●会議室催し案内表示システムの稼動 

●市民課受付番号呼出表示システムの稼動 

●情報プラザの設置 

8 ●住民基本台帳ネットワークシステム２次稼働 ●住民基本台帳カード付加価値利用の開始 

10 ●ＬＧＷＡＮ接続  

11  ●岡山県電子申請システムの運用開始 

12 ●井原放送（株）双方向ＣＡＴＶ回線の整備  

（青野町、稗原町、北山町、野上町及び 

 西江原町・高屋町の一部） 

 

16 1  ●公的個人認証サービスの開始 

3  ●地籍管理システムの稼働 

7  ●インターネットクイズ「見来探見２」開催 

10 ●井原放送（株）双方向ＣＡＴＶ回線の整備  

 （芳井町簗瀬、梶江地区及び宇戸川地区の一部） 

 

17 1  ●市携帯電話用ホームページの開設 

3 ●井原地域情報ネットワークの整備 

 本庁舎・芳井支所（学校等含む）・美星支所（学校 

 等含む）を接続 

●井原地域情報ネットワークへの接続施設追加 

 井原放送（株）双方向ＣＡＴＶ回線により、本庁舎 

 と市民活動センターを接続 

 

7 ●市情報化推進懇話会の設置 ●インターネットクイズ「見来探見３」開催 

8 ●井原地域情報ネットワークへの接続施設追加 

 井原放送（株）双方向ＣＡＴＶ回線により、本庁舎

と芳井・美星地域を除く１４小・中学校を接続 

 

9 ●井原地域情報ネットワークへの接続施設追加 

 井原放送（株）双方向ＣＡＴＶ回線により、 

 本庁舎と井原市文化財センターを接続 

 

18 1  ●条例・例規検索サービスの開始 

2  ●市ホームページ総合案内のリニューアル 

3 ●第２次井原市情報化計画策定 

●第２次井原市庁内情報化推進計画策定 

 

12 ●井原市地域情報通信基盤整備工事 第１工区  
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年 月 情報通信基盤関係 情報化サービス関係 

19 5 ●井原市地域情報通信基盤整備工事 第２工区 ●図書館監視システム稼働 

 6  ●井原市メール配信サービス開始（防災・防犯） 

7  ●図書館蔵書・予約システムの稼働 

20 1  ●市ホームページリニューアル 

●井原市メール配信サービス追加 

 （火災・緊急・お知らせ） 

7 ●井原市地域情報通信基盤整備工事 第３工区  

11  ●おかやま届出・申請ナビ稼働 

12  ●行政情報動画配信システムを県のサーバに移行 

21 1  ●市内ライブカメラ更新 

4  ●自動交付機更新 

●公共施設予約システム稼働 

7  ●井原市メール配信サービス追加（市内学校） 

8 ●井原市地域情報通信基盤整備工事 

 高屋北部・木之子工業団地 

 

9  ●市役所本庁市民サロン プラズマテレビ更新 

12  ●ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）受付開始 

22 5  ●期日前選挙システムの更新（国民投票含む） 

10 ●井原地域情報ネットワークへの接続施設追加 

 美星支所と特別養護老人ホーム星の郷を接続 

 

23 3 ●第３次井原市情報化計画策定 

●第３次井原市庁内情報化推進計画策定 

●全国瞬時警報システム（ＪーＡＬＥＲＴ）接続 

4  ●市ホームページ 用語解説機能を追加 

●水道料金、下水道使用料のコンビニ収納開始 

5  ●井原市メール配信サービスに「市役所からのお知

らせ」配信開始 

7 ●地上波アナログ放送終了  

12  ●井原市議会デジタル放送開始 

24 

 

1  ●エリアメールサービス開始 

2  ●緊急告知端末器配布（井原町・西江原町） 

3  ●本庁１階情報プラザへフリースポット設置 

4 

8 

 ●くらしの安全・安心情報配信協定締結（井原警察

署） 

●緊急告知システム運用開始 

●出先機関、小中学校の行政ネットワーク光ケーブ

ル敷設 

 

9  ●図書館蔵書管理システム更新 

10  ●公共施設予約システムへグラウンドゴルフ場を追

加 
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年 月 情報通信基盤関係 情報化サービス関係 

24 10  ●緊急告知端末器配布（井原・西江原町を除く旧井原

市） 

25 3  ●基幹系システム更新 

7  ●芳井支所及び美星支所へフリースポット設置 

8  ●緊急告知端末器配布（芳井・美星地域、避難所） 

9  ●仮想サーバ運用開始 

12  ●緊急告知端末器、ＪーＡＬＥＲＴと連携 

26 

 
 

2  ●メール配信システム、緊急告知端末器と新消防指

令台システム連携開始 

4  ●図書館監視システムの更新 

10 ●ステイタスモニタ更新 

●井原市教育情報化計画策定 

 

27 

 

 

3 ●デジアナ変換サービス終了（井原放送(株)） ●会計順番表示システム更新 

5 

 

●井原市公式Ｆａｃｅｂｏｏｋ開設 

6  ●おかやま全県統合型ＧＩＳ公開 

28 

 

 

3 ●第４次井原市情報化計画策定 

●第４次井原市庁内情報化計画策定 

 

7 ●幼稚園の行政ネットワーク光ケーブル敷設  

12 

 

●自治体情報システム強靭性向上事業によるセキュ

リティ強化対策実施 

●子育てワンストップサービス開始 

29 

 

2  ●市ホームページリニューアル 

4 ●岡山県セキュリティクラウドへ接続 

 

30 

 

 

3 

 

●緊急告知システム機器更新 

4  ●備後圏域連携中枢都市圏認知症高齢者等徘徊ＳＯ

Ｓネットワーク事業の協定締結 

9  ●仮想サーバ更新 

10 ●市内３小学校（大江・稲倉・美星）及び２中学校

（芳井・美星）に無線ＬＡＮ環境整備 

 

31 

 

3 ●井原市第５次情報化計画策定  

4  ●市税のコンビニ収納開始 

令和元 10 ●小中学校に無線ＬＡＮ環境を整備  

2 

 

 

3 ●小中学校に電子黒板機能付きテレビを整備 ●証明書コンビニ交付サービス開始 

6 ●井原市地域情報通信基盤設備再構築工事 第１工区  

8 ●市立高校に無線ＬＡＮ環境整備  

10 ●ＧＩＧＡスクールサポーター配置  

12 ●市立高校に１人１台タブレット整備  

3 1 ●井原市教育ＩＣＴ基盤更改(ネットワーク機器更

新、グループウェア・ホームページのリニューアル) 
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年 月 情報通信基盤関係 情報化サービス関係 

3 3 ●小・中学校にタブレット端末整備 

●市立高校 井原市教育ネットワークへの接続開始 

●小中学校の校内通信ネットワーク整備 

●デジタル観光マップ『魅力がギュギュッといばら

ナビ』運用開始 

4  ●井原市公式ＬＩＮＥアカウント開設 

●市税、水道料金及び下水道使用料のスマートフォ

ン決済開始 

5 ●井原市地域情報通信基盤設備再構築工事 第２工区  

6  ●ＹｏｕＴｕｂｅ井原市公式チャンネルの運用開始 

4 2  ●キャッシュレス決済取扱い窓口を拡充 

3 ●第２期 岡山県セキュリティクラウドへ接続 

●議会タブレット、ペーパーレス会議システムの導

入 

 

5 ●井原市地域情報通信基盤設備再構築工事 第３工区  
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２．市民が求める情報化 

情報化に関する市民の現状とそのニーズを把握し、本計画（井原市第６次情報

化計画）の基礎資料とするため、令和４年７月に「情報化に関するアンケート調

査」をインターネットの利用に関係なく回答していただく「郵送調査」とインタ

ーネットを利用して回答していただく「インターネット調査」の２種類の方法で

実施しました。 

まず、郵送調査は、令和４年７月１日時点において、井原市に住所を有する満 

１６歳以上の市民の中から１，０００人を無作為に抽出し、郵送による方法で実

施し、４２７件の市民の方から回答をいただきました。 

次に、インターネット調査は、居住地を問わずインターネットを利用している

人を対象に電子申請サービスを使用し、２２０件の方から回答をいただきまし

た。 

このアンケートの集計結果による分析は以下のとおりです。 

なお、アンケートの質問内容と回答結果は、資料として巻末に添付していま

す。 

 

１）郵送調査におけるインターネットの利用状況 

インターネットを利用している市民は、約８５．２％となっており、前回調査

（H３０：7２％）と比較して、増加しています。また、全ての年代で半数以上

の人がインターネットを利用しています。本市においては、井原放送株式会社が

整備したエリア（旧井原地区、芳井・美星地区の一部）で光サービスへの切替え

が完了し、本市が整備したエリア（芳井・美星地区）でも光サービスの切替えを

順次行っています。また、ＮＴＴ西日本等の通信事業者のサービス提供エリアも

拡大しています。よって、市内の多くの地域において、大容量のデータ通信が可

能な環境が整っています。 

 

  区分 回答数 
利用して

いる 

利用して

いない 

  全体 425 85.2% 14.8% 

年代別 

10 代 19 100.0% - 

20 代 26 100.0% - 

30 代 39 92.3% 7.7% 

40 代 48 100.0% - 

50 代 83 95.2% 4.8% 

60 代 106 87.7% 12.3% 

70 代 86 58.1% 41.9% 

80 代以上 15 60.0% 40.0% 

【問．インターネット（スマートフォン・携帯電話・タブレットによる利用を含む。）を利用していますか。】 
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また、毎日１回以上インターネットを利用する人の割合は、８３．９％となって

おり、インターネットは身近なものになっています。 

 

  区分 回答数 
毎日 

１回以上 

週に 

１回以上 

月に 

１回以上 

月に 

１回未満 
その他 

  全体 391 83.9% 4.9% 1.0% 2.8% 0.3% 

年代別 

10 代 19 100.0% - - - - 

20 代 26 100.0% - - - - 

30 代 38 94.7% - 2.6% - - 

40 代 48 100.0% - - - - 

50 代 79 94.9% 3.8% 1.3% - - 

60 代 99 78.8% 10.1% 1.0% 5.1% - 

70 代 66 59.1% 7.6% - 6.1% 1.5% 

80 代以上 12 41.7% 8.3% 8.3% 16.7% - 

【問．どのくらいの頻度でインターネットを利用していますか。（複数回答あり）】 

 

インターネットを利用する際の接続機器は、スマートフォンが８４．６％、パ

ソコンが５７．７％、タブレット端末が２３．８％、テレビが２１．３％となっ

ており、前回調査と比較するとスマートフォン、タブレット端末、テレビ、ゲー

ム機が増加し、パソコン、携帯電話が減少しています。スマートフォンやタブレ

ット端末等が手軽に利用できるツールとして広まっています。 

 

 
 

区
分 

回
答
数 

ス
マ

ト
フ

ン 

パ
ソ
コ
ン 

タ
ブ
レ

ト 

テ
レ
ビ 

ゲ

ム
機 

携
帯
電
話 

ウ

ア
ラ
ブ
ル
端
末 

そ
の
他 

  全体 390 84.6% 57.7% 23.8% 21.3% 10.5% 6.7% 1.3% 0.5% 

年
代
別 

10 代 19 89.5% 68.4% 47.4% 36.8% 31.6% - - - 

20 代 26 100.0% 61.5% 34.6% 23.1% 30.8% 3.8% 3.8% - 

30 代 38 94.7% 65.8% 28.9% 36.8% 23.7% 2.6% 2.6% - 

40 代 48 100.0% 62.5% 29.2% 22.9% 20.8% 2.1% - - 

50 代 79 96.2% 62.0% 26.6% 17.7% 6.3% 2.5% 2.5% - 

60 代 99 81.8% 61.6% 19.2% 24.2% 3.0% 9.1% 2.0% - 

70 代 65 61.5% 43.1% 13.8% 10.8% - 10.8% - 1.5% 

80 代以上 12 33.3% 16.7% 8.3% - - 33.3% - - 

【問．どのような機器でインターネットに接続していますか。（複数回答あり）】 
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インターネットを利用していない人の利用していない理由は、利用する必要がな

いが６９．０％、興味がないが３４．５％、機器の操作が難しいが３１．０％とな

っており、誰でも、いつでも、簡単に情報化による恩恵を受けられる環境の整備や

人材育成等が必要であると考えられます。 

 

  区
分 

回
答
数 

必
要
が
な
い 

興
味
が
無
い 

操
作
方
法
が 

難
し
い 

始
め
方
が 

不
明 

セ
キ

リ
テ

に 

不
安 

聞
け
る
人
が 

い
な
い 

通
信
料
金
が
高
い 

費
用
が
高
い 

そ
の
他 

  全体 58 69.0% 34.5% 31.0% 22.4% 17.2% 13.8% 13.8% 10.3% 5.2% 

年
代
別 

10 代 0 - - - - - - - - - 

20 代 0 - - - - - - - - - 

30 代 1 - - - - - - - - 100.0% 

40 代 0 - - - - - - - - - 

50 代 4 100.0% 50.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% - - 25.0% 

60 代 12 50.0% 8.3% 41.7% - 16.7% 8.3% 33.3% 41.7% 8.3% 

70 代 35 71.4% 42.9% 25.7% 25.7% 20.0% 14.3% 11.4% 2.9% 2.9% 

80 代以上 5 100.0% 40.0% 60.0% 60.0% - 20.0% - - - 

【問．インターネットを利用していない理由を教えてください。（複数選択あり）】 
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２）郵送調査における市民のニーズ 

現在、多くの人がインターネットを利用しており、インターネットへの高い関

心が伺えました。市内全域に整備した光ケーブル網の利活用や公衆無線ＬＡＮの

拡大などを図っていく必要があると考えられます。 

一方で、インターネットを利用している人は、個人情報の漏えいやウイルス感

染など、利用する上での不安を抱えており、こうした不安要素を軽減、解消する

ことも重要な課題であると考えます。 

 
 

区
分 

回
答
数 

情
報
漏
え
い 

ウ
イ
ル
ス
感
染 

迷
惑
メ

ル 

情
報
の 

信
ぴ

う
性 

故
障
時
対
応 

操
作
方
法
が 

難
し
い 

不
適
切
な
情
報 

特
に
な
い 

ネ

ト
依
存 

ト
ラ
ブ
ル 

著
作
権
侵
害 

そ
の
他 

  全体 390 64.4% 53.8% 33.8% 29.7% 27.7% 20.8% 9.7% 6.7% 9.5% 8.7% 4.9% 0.8% 

年
代
別 

10 代 19 63.2% 68.4% 15.8% 21.1% 31.6% 10.5% 10.5% 5.3% 36.8% 31.6% 15.8% - 

20 代 26 69.2% 57.7% 38.5% 26.9% 15.4% 15.4% 11.5% 11.5% 19.2% 19.2% 7.7% - 

30 代 39 71.8% 64.1% 38.5% 53.8% 12.8% 5.1% 17.9% 2.6% 10.3% 17.9% 20.5% - 

40 代 47 83.0% 63.8% 40.4% 36.2% 21.3% 12.8% 10.6% 6.4% 8.5% 14.9% 8.5% - 

50 代 79 68.4% 55.7% 40.5% 26.6% 38.0% 30.4% 8.9% 5.1% 8.9% 6.3% 1.3% 2.5% 

60 代 98 70.4% 62.2% 41.8% 30.6% 34.7% 23.5% 9.2% 4.1% 8.2% 4.1% 1.0% 1.0% 

70 代 67 41.8% 31.3% 16.4% 20.9% 26.9% 25.4% 6.0% 9.0% 3.0% - - - 

80 代以上 11 18.2% 9.1% 9.1% 18.2% 9.1% 27.3% - 27.3% - - - - 

【問．インターネットを利用するときに不安に感じることは何ですか。（複数回答あり）】 

 

今後、ＩＣＴを利用して実現して欲しい行政サービスとして、災害・防犯などの

緊急情報の発信が５０．１％、行政手続のオンライン化・電子化が３９．８％、

データ放送の充実が３５．６％となっています。さらに、２０代から５０代まで

は、行政手続のオンライン化・電子化、ＩＣＴ※を利用した市役所窓口の利便性の

向上、６０代以上では、データ放送の充実、スマートフォンなどの情報通信機器

の使い方講習会の実施についての希望が多くありました。 

  
区
分 

回
答
数 

緊
急
情
報
の 

発
信 

行
政
手
続
の 

オ
ン
ラ
イ
ン
化 

・
電
子
化 

デ

タ
放
送
の

充
実 

市
役
所
窓
口
の

利
便
性
向
上 

マ
イ
ナ
ン
バ

を
活
用
し
た 

サ

ビ
ス 

情
報
通
信
機
器

の
使
い
方 

講
習
会
の
実
施 

地
域
課
題
の 

解
決 

行
政
デ

タ
の

公
開 

そ
の
他 

無
回
答 

  全体 405 50.1% 39.8% 35.6% 24.9% 18.5% 13.6% 9.1% 8.9% 2.5% 11.9% 

年
代
別 

10 代 18 38.9% 38.9% 27.8% 11.1% 16.7% 16.7% 16.7% 22.2% - 11.1% 

20 代 24 41.7% 62.5% 16.7% 41.7% 25.0% - 8.3% 12.5% - 8.3% 

30 代 39 43.6% 69.2% 23.1% 41.0% 33.3% 7.7% 5.1% 10.3% 2.6% 5.1% 

40 代 46 54.3% 54.3% 28.3% 32.6% 21.7% 4.3% 13.0% 8.7% 2.2% 8.7% 

50 代 80 50.0% 45.0% 33.8% 30.0% 17.5% 10.0% 5.0% 6.3% 7.5% 7.5% 

60 代 103 50.5% 29.1% 37.9% 18.4% 12.6% 15.5% 10.7% 7.8% 1.9% 14.6% 

70 代 79 55.7% 25.3% 50.6% 16.5% 20.3% 25.3% 11.4% 10.1% - 17.7% 

80 代以上 13 61.5% 7.7% 38.5% 15.4% - 23.1% - - - 30.8% 

【問．井原市において、ＩＣＴを使って実現して欲しいサービスは、どのようなものがありますか。（複数選択あり）】 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

３）郵送調査とインターネット調査との比較 

インターネット調査では、インターネットを毎日１回以上利用すると回答した

人の割合が９８．２％であり、郵送調査より割合が高くなっています。インター

ネットが普段から利活用され、生活の一部として定着していることが伺えます。 

 

  区分 回答数 
毎日 

１回以上 

週に 

１回以上 

月に 

１回以上 

月に 

１回未満 
その他 

  全体 220 98.2% 1.8% - - - 

年代別 

10 代 0 - - - - - 

20 代 14 100.0% - - - - 

30 代 23 100.0% - - - - 

40 代 47 100.0% - - - - 

50 代 77 96.1% 3.9% - - - 

60 代 37 97.3% 2.7% - - - 

70 代 21 100.0% - - - - 

80 代以上 1 100.0% - - - - 

【問．どのくらいの頻度でインターネットを利用していますか。（複数回答あり）】 

 

インターネットを利用する際の接続機器は、スマートフォンが９３．６％、パ

ソコンが７６．８％、タブレット端末が３０．９％、テレビが２３．２％となっ

ており、いずれも郵送調査より割合が高くなっています。 

 

  区
分 

回
答
数 

ス
マ

ト
フ

ン 

パ
ソ
コ
ン 

タ
ブ
レ

ト 

テ
レ
ビ 

ゲ

ム
機 

携
帯
電
話 

ウ

ア
ラ
ブ
ル
端
末 

そ
の
他 

  全体 220 93.6% 76.8% 30.9% 23.2% 12.7% 5.5% 3.2% 0.9% 

年
代
別 

10 代 0 - - - - - - - - 

20 代 14 100.0% 50.0% 28.6% 42.9% 14.3% 14.3% 7.1% - 

30 代 23 100.0% 60.9% 30.4% 34.8% 30.4% - - - 

40 代 47 97.9% 78.7% 29.8% 29.8% 19.1% 4.3% 6.4% 2.1% 

50 代 77 94.8% 79.2% 29.9% 20.8% 10.4% 3.9% 2.6% 1.3% 

60 代 37 83.8% 81.1% 35.1% 2.7% - 10.8% - - 

70 代 21 90.5% 90.5% 33.3% 28.6% 9.5% 4.8% 4.8% - 

80 代以上 1 - 100.0% - - - - - - 

【問．どのような機器でインターネットに接続していますか。（複数回答あり）】 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

また、郵送調査と同様に個人情報の漏えいやウイルス感染など、利用する上での

不安を抱えています。 

 

 
 

区
分 

回
答
数 

情
報
漏
え
い 

ウ
イ
ル
ス
感
染 

情
報
の
信
ぴ

う
性 

迷
惑
メ

ル 

故
障
時
対
応 

ネ

ト
依
存 

不
適
切
な
情
報 

ト
ラ
ブ
ル 

著
作
権
侵
害 

操
作
方
法
が
難
し
い 

特
に
な
い 

そ
の
他 

  全体 220 75.0% 72.7% 45.5% 43.6% 20.0% 19.1% 15.9% 15.9% 13.2% 11.8% 4.5% 1.4% 

年
代
別 

10 代 0 - - - - - - - - - - - - 

20 代 14 71.4% 50.0% 42.9% 50.0% 14.3% 28.6% 14.3% 28.6% 7.1% 7.1% 7.1% - 

30 代 23 60.9% 60.9% 47.8% 26.1% 8.7% 26.1% 26.1% 8.7% 13.0% - 13.0% - 

40 代 47 74.5% 63.8% 46.8% 34.0% 6.4% 27.7% 17.0% 21.3% 19.1% - 2.1% - 

50 代 77 81.8% 79.2% 51.9% 57.1% 28.6% 22.1% 22.1% 20.8% 19.5% 14.3% 3.9% 1.3% 

60 代 37 73.0% 81.1% 40.5% 37.8% 27.0% - 2.7% 8.1% - 21.6% 2.7% 5.4% 

70 代 21 71.4% 81.0% 28.6% 42.9% 23.8% 4.8% 4.8% - 4.8% 28.6% 4.8% - 

80 代以上 1 100.0% 100.0% - - - 100.0% - - - - - - 

【問．インターネットを利用するときに不安に感じることは何ですか。（複数回答あり）】 

 

今後、ＩＣＴ※を利用して実現して欲しい行政サービスとして、郵送調査より割合

が高かったものは、行政手続のオンライン化・電子化が６１．５％、市役所窓口の

利便性の向上が３６．２％、マイナンバー※を活用したサービスが３０．０％であ

り、行政手続の利便性の向上を望む意見が多くありました。 

 

  
区
分 

回
答
数 

行
政
手
続
の 

オ
ン
ラ
イ
ン
化 

・
電
子
化 

緊
急
情
報
の 

発
信 

市
役
所
窓
口
の

利
便
性
向
上 

マ
イ
ナ
ン
バ

を
活
用
し
た 

サ

ビ
ス 

デ

タ
放
送
の 

充
実 

地
域
課
題
の 

解
決 

行
政
デ

タ
の

公
開 

情
報
通
信
機
器

の
使
い
方 

講
習
会
の
実
施 

そ
の
他 

無
回
答 

  全体 213 61.5% 47.9% 36.2% 30.0% 27.2% 13.6% 9.4% 4.2% 5.2% 3.3% 

年
代
別 

10 代 0 - - - - - - - - - - 

20 代 14 78.6% 28.6% 21.4% 42.9% 21.4% - 14.3% - - - 

30 代 22 90.9% 27.3% 72.7% 27.3% 27.3% 13.6% 4.5% 4.5% - 4.5% 

40 代 46 60.9% 47.8% 32.6% 19.6% 19.6% 19.6% 15.2% 4.3% 4.3% 2.2% 

50 代 77 64.9% 63.6% 26.0% 29.9% 28.6% 9.1% 5.2% 3.9% 2.6% - 

60 代 35 48.6% 40.0% 45.7% 40.0% 34.3% 20.0% 5.7% 5.7% 8.6% 5.7% 

70 代 19 26.3% 36.8% 36.8% 31.6% 31.6% 15.8% 21.1% 5.3% 21.1% 10.5% 

80 代以上 0 - - - - - - - - - - 

【問．井原市において、ＩＣＴを使って実現して欲しいサービスは、どのようなものがありますか。（複数選択あり）】 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

４）井原市における情報化の方向性 

井原市の情報化推進について郵送調査では、情報弱者※に対する不安やフォロ

ーについての意見が多く寄せられました。情報化を推進していく上で最も重視し

ていく必要があると考えます。インターネット調査では、情報発信や伝達に関す

る意見が多く寄せられました。 

その他にも、ペーパーレス化の推進、効率化・省力化や高齢者などにもやさし

い情報化、行政手続のオンライン化、セキュリティ対策の強化を要望する意見が

ありました。また、市民の情報力を高めることが情報化につながる、情報化によ

り若い世代にもアプローチが進み井原市が盛り上がっていくことを願うなどの意

見も寄せられました。 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

３．情報化の基本方針 

１）基本方針のための課題整理 

井原市第７次総合計画など上位計画との関連性、情報化社会の動向、井原市第

５次情報化計画の進捗状況、情報化に関するアンケート調査における市民が求め

る情報化などを考慮・整理し、情報化の基本方針及び基本施策に反映していくこ

とが重要です。 

 

２）情報化の基本方針 

デジタル技術は、地域の課題を解決する有効な手段となることが期待されてい

ます。地域のデジタル化を進め、安全で快適な市民生活の創造と、活力ある地域

産業の育成、人と人との新たな交流により、井原市第７次総合計画に掲げる目標

と基本方針を反映し、更なる発展を目指します。 

本計画で進める地域の情報化は、市内一円に整備した情報通信基盤の有効活用

や、災害等にも対応した情報通信基盤の強化を進め、新たなサービスの提供や既

存サービスの充実を図ることで「デジタル化による利便性を実感できる情報化社

会の実現」へと施策を進めます。また、デジタル化へ不安を持っている人や機器

操作が難しい人に対して、講習会の実施等による情報リテラシー※の向上や人材育

成を進め「誰でも気軽にデジタル技術を利活用できる機会を増やす」ことで、

個々のニーズに合ったサービスをいつでも、どこでも利用できるよう施策を進め

ます。 

市民誰もが安全・安心にデジタル化による恩恵を受けることができる環境の構

築、利便性の向上などにより、地域に「笑顔があふれ」一人一人が「輝くまち」

づくりや、つながりが実感できる「みんなにやさしい社会の実現」を目指しま

す。 

サービスの質を向上、発展できるものは、従来の手順に固執せず「ＤＸ（デジ

タル・トランスフォーメーション）」※による効率化、最適化を図ります。また、

ＡＩ※やＩｏＴ※を活用できる有効な施策についても積極的に導入を進め、市民サ

ービスや行政事務を、情報化社会にふさわしいサービスにデザインします。 

 

  

    このことから、本市の地域情報化の基本方針を 

 

笑顔があふれ輝くまち 

   みんなにやさしい社会を実現するためのデジタル化 

 

                  とし、「地域の情報化」を進めることとします。 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

   

年度
井原市

総合計画

（上位計画）

井原市情報化計画

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R元

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

第５次

第６次

第７次

デジタル化による利便性を実感できる情報化社会の実現

誰でも気軽にデジタル技術を利活用できる機会の創出

『笑顔があふれ輝くまち

みんなにやさしい社会を実現するためのデジタル化』

ＩＣＴの利活用で住みよさを実感できる情報化社会

『安全・安心に暮らせるまち

「やさしさ」と「つながり」が実感できるデジタルコミュニティ』

利便性をより実感できる情報化社会の実現

『みんなの笑顔が広がるまち次世代につなぐデジタルコミュニティ』

ものづくり・しくみづくりから 利活用へ

『人と人、人と社会、人と地域をつなぐ

みんなにやさしいデジタルコミュニティ』

地域生活を支える、安心・安全・便利な情報の発信

『みんなで広げるデジタルコミュニティの輪』

地域を支えるサービスインフラ基盤の提供

デジタル放送、インターネットの提供

第１次

第２次

第３次

第４次

第５次

第６次
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３）井原市の目指すべき情報化の将来像 

本市では、地域情報化の基本方針である「笑顔があふれ輝くまち みんなにやさ

しい社会を実現するためのデジタル化」による将来像を以下のとおり設定しま

す。 

 

 

☆情報通信基盤や情報通信技術の利活用で安全・安心・快適を実感できるまち 

☆情報機器や情報ネットワークを誰もが利活用でき、さまざまな情報を共有す

ることができるまち 

☆情報化を進めながらも「人と地域のつながり」などを大切にし、地域が笑顔

で活性化するまち 

☆デジタル技術を利活用した生活環境を次世代につなげ、発展することができ

るまち 

 

 

 

 

 

安全・安心・快適 情報共有 

人と地域のつながり 次世代へ発展 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

４．情報化推進の基本施策 

本計画では、第２章の情報化社会の動向及び第３章の井原市における情報化の

現状と方向性を踏まえ、以下の５項目を「地域情報化推進の基本施策」としまし

た。 

この基本施策の中に、２５の具体的な施策項目を設定し、その実施においては

国及び岡山県の動向や今後のデジタル技術革新、社会情勢の変化等を考慮しなが

ら推進することとします。 

 

 

 

    災害等に強い情報通信基盤設備が整備され、それを利活用するためのコンテン

ツの整備に積極的に取り組み、地域全体の情報化を図ります。 

 

 

市民生活に密着した幅広い分野の情報やサービスを、誰もが分かりやすく、

簡単に、様々な情報媒体から取得できる仕組みづくりを実現します。また、災

害時等の安全・安心に向けた情報配信を充実します。 

マイナンバー※カードを活用した具体的な施策について整備を行います。 

 

 

デジタル技術の恩恵を、地域産業が受けられるように支援を行うとともに、

地域産業の活性化や新たな経済・産業活動を生み出す地域の実現を目指します。 

 

 

地域情報化に関する学習機会を積極的に提供し、誰もがデジタル技術を利活

用できる能力の育成を目指すとともに、地域の情報化を支える人材育成に取り

組みます。 

 

 

    これまでのＩＣＴ※を活用した行政情報化施策を継続するとともに、新たなデ

ジタル技術を活用し、事務の効率化・最適化を図り、市民サービスの向上・充

実に努めます。実施に当たっては、維持・管理などの費用を含めた総額の削減

及びより付加価値の高いサービスを実現するという視点に立ち、各システムの

構築を進めます。 

 

 

施策１ 情報通信基盤の強化・利活用 

 

施策２ 市民サービスの向上・拡充 

 

施策３ 地域産業分野の活性化・育成 

 

施策４ 情報化社会に対応した人材育成 

 

施策５ 電子自治体の形成 
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第３章  井原市における情報化の現状と方向性 

基本施策の体系・具体的な施策項目 

基本方針        基本施策             具体的な施策項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１）情報通信基盤設備の利活用 

２）次世代高速無線通信等の推進 

３）公共施設のＷｉ－Ｆｉ環境整備 

施策１ 

情報通信基盤の強化・利活用 

笑
顔
が
あ
ふ
れ
輝
く
ま
ち 

み
ん
な
に
や
さ
し
い
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
化 

施策２ 

市民サービスの向上・拡充 

施策３ 

地域産業分野の活性化・育成 

施策４ 

情報化社会に対応した人材育成 

施策５ 

電子自治体の形成 

１）行政情報の配信の充実 

２）マイナンバーカードの普及・活用促進 

３）キャッシュレス化の推進 

４）地図情報提供システム（統合型ＧＩＳ）の充実 

５）オープンデータ化の推進 

６）行政手続きのオンライン化 

７）保健・医療のデジタル化 

８）井原市ホームページの充実 

１）産業のＤＸ支援 

２）デジタル技術を活用した観光支援・魅力発信 

３）スマート農業の普及促進 

１）小中高等学校における教育・啓発 

２）学校のＤＸ支援 

３）市民向けの教育・講習の充実 

４）学校・地域産業・行政分野におけるデジタル人材

の確保・育成 

５）個人情報保護とモラルの向上 

１）情報セキュリティの強化 

２）窓口業務のＤＸ推進 

３）情報システムの標準化・共通化 

４）行政事務のＤＸ推進 

５）電子機器等の効率化 

６）ＡＩ・ＲＰＡ等を活用した業務改善の推進 
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施策１ 情報通信基盤の強化・利活用 

施策２ 市民サービスの向上・拡充 

施策３ 地域産業分野の活性化・育成 

施策４ 情報化社会に対応した人材育成 

施策５ 電子自治体の形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章  基本施策の展開 
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第４章  基本施策の展開 

 

 

 

施策１ 情報通信基盤の強化・利活用 

今後、情報化施策を推進するためには、市内に整備した情報通信基盤設備の安定した

稼働を継続して確保することが必要です。 

さらに、光回線化により高速・大容量の通信が可能となるため、それを利活用するた

めのコンテンツの研究・整備に積極的に取り組み、地域全体の情報化を図ります。 

 

１）情報通信基盤設備の利活用 

  本市の情報通信基盤設備については、井原市が難視聴対策事業として平成１８年度か

ら平成２１年度にかけてケーブルテレビ網（ＨＦＣ）※を整備し、テレビ及びインター

ネットを利用するためのインフラ整備を行いました。整備から十数年が経過し、 

平成２１年に構築したエリアは、令和５年に耐用年数を迎えます。市内における地域間

の情報格差を是正するため、ＦＴＴＨ方式※による再構築を実施します。 

これにより、市内全域に光ファイバ網が整備され、高速・大容量の通信が可能となる

ため、それを利活用するためのコンテンツの研究・整備に積極的に取り組みます。また、

情報通信基盤設備の安定稼働を継続して確保します。 

 

２）次世代高速無線通信※等の推進 

  情報通信ネットワークは、高度情報化社会において安全・安心・便利な市民生活を

支える最も重要な社会基盤として認識され全国的に整備されていて、技術革新により

通信方法は多様化し、速度は高速化しています。 

次世代高速無線通信（第５世代移動通信システム：５Ｇ）※は、わが国でも令和２

年春から商用サービスがスタートし、次世代の通信インフラとして社会に大きな技術

革新をもたらすと言われています。また、スマートフォンの普及により、災害時の安

否確認はもとより、災害情報等を配信する上でも、即時性の高いツールとして活用さ

れているため、市民がその利便性を享受できる環境を整備する必要もあります。 

そのため、本市においても、高速通信への調査・研究を行うとともに、市全域をさ

らにきめ細かくカバーし、場所や通信設備を意識することなく、どこでもインターネ

ット通信を行える環境を実現するため、次世代高速無線通信のエリアの拡大に向け、

関係電気通信事業者に引き続き働きかけを行います。 

 

３）公共施設のＷｉ-Ｆｉ※環境整備 

  学校や指定避難所などへのＷｉ－Ｆｉ※環境の整備を実施していますが、引き続き

市内の公共施設への整備を実施し、市民や観光客等、利用者の利便性の向上を図りま

す。 

 

第４章  基本施策の展開 
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第４章  基本施策の展開 

施策２ 市民サービスの向上・拡充 

令和４年７月に実施した「情報化に関するアンケート調査」によると、今後ＩＣＴ
※を利用して実現して欲しい行政サービスとして、災害・防犯などの緊急情報の配

信、データ放送の充実、行政手続のオンライン化・電子化、市役所窓口の利便性の向

上、マイナンバー※を活用したサービスなどがあり、行政手続の利便性の向上を望む

意見が多くありました。このことから、市民生活に密着した幅広い分野の情報やサー

ビスを誰もが分かりやすく、簡単に、さまざまな情報媒体から入手できる仕組みづく

りとサービスの拡充を実現します。 

 

１）行政情報の配信の充実 

  現在、井原放送株式会社が構築し運用を行っているデータ放送は、アンケート調査

において６０代以上の方から充実の希望が多くありました。家庭用テレビを活用した

情報提供として、データ放送サービスの充実を図ります。 

また、本市が提供・実施している緊急告知端末器『お知らせくん』やメール配信サ

ービスによる情報配信についても、引き続き迅速かつ適正な情報の配信に努めます。 

さらに、アンケート調査においてＬＩＮＥやＹｏｕＴｕｂｅなどのウェブサービス

を利用したことがある方が半数以上となっており、これらのサービスによる情報配信

についても、積極的に行います。 

いずれも即時性の高い情報配信ツールとして有効であるため、行政情報やイベント

情報、災害情報・災害関連情報等の配信においても効果的な運用に努めます。 

 

２）マイナンバー※カードの普及・活用促進 

  マイナンバー※カードは、ＩＣチップが付いたプラスチック製のカードで券面に氏名、

住所、生年月日、性別、マイナンバー（個人番号）と本人の顔写真等が表示されたもの

です。本人確認の際の公的な身分証明書として利用できるほか、コンビニなどで各種証

明書を取得できたり、行政手続のオンライン申請に利用できたり、健康保険証としても

利用することができます。 

  引き続き、マイナンバー※カードの効果的な普及促進と制度周知に努めるとともに、

マイナンバー※カードを活用したサービスの拡充を行います。 

 

３）キャッシュレス化の推進 

  キャッシュレス化は、市民サービスや利便性の向上のほかに、非接触環境の整備に

よる感染症拡大防止や現金の管理や処理等に係る業務の効率化につながると考えられ

ます。 

本市において、市税等の納付については、令和元年度にコンビニ収納を、令和３年

度にスマートフォン決済※を開始し、利便性が向上しました。また、令和５年度には

ＱＲコード対応納付書により、全国金融機関窓口で納付が可能になる予定です。 

今後、各種手数料・使用料等についても、窓口や公共施設において、クレジットカ

ードや電子マネー等、現金以外でも支払ができるよう整備を進めます。 
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第４章  基本施策の展開 

４）地図情報提供システム※（統合型ＧＩＳ）の充実 

  平成２３年１０月より県内の市町村で共同利用を行っているおかやま全県統合型 

ＧＩＳについて、令和３年１０月にリニューアルを行いました。現在、各課で様々な

地図情報を作成し、利用を行っています。 

この統合型ＧＩＳをさらに利活用し、地図の共用化によるコスト削減及び新たな地

図利用業務への展開を行います。 

 

５）オープンデータ化の推進 

オープンデータは、国や地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国

民誰もがインターネット等を通じて容易に利用できるよう「営利目的、非営利目的を

問わず二次利用可能なルールが適用」「機械判読に適する」「無償で利用可能」の３

項目全てに該当する形で公開されたデータのことです。 

本市は、岡山県内自治体共同のデータポータルサイト※「data eye（データア

イ）」において、各種データを公開しています。 

今後、公開済みのオープンデータに関して、国の推奨データセットへの対応を実施

し、岡山県内自治体と連携を図りながら、原則オープンデータ化及び多方面での活用

を進めます。 

  

６）行政手続のオンライン化 

  オンライン化によって、行政機関の窓口に出向くことなく自宅や職場などから時間に

とらわれず、いつでも、どこでも簡単に行政手続などが行えます。 

現在、提供しているサービスとして井原市電子申請サービスがありますが、アンケー

ト調査においても便利だと感じる割合が低く、申請手続の簡略化及び事務負担の軽減に

は有効ですが、利用者の利便性の向上や利用拡大が課題となっています。引き続き、各

種申請、イベント等の申込ツールとして活用するなど利用項目について精査し、利用者

の拡大を図ります。 

また、公共施設予約等も予約やキャンセルの他に、支払や払戻しを可能とし、窓口に

出向くことなく完了するよう、整備を行います。 

さらに、クラウド型被災者支援システムの導入により被災者支援制度１０業務※のオ

ンライン化と証明書のコンビニ交付を行えるよう、新たな手続についても検討し、整備

を行います。 

 

７）保健・医療のデジタル化 

  離れた場所からでもリモートでオンライン相談を行うなど、利用者に寄り添ったサー

ビスの提供を行います。また、ＡＩ※を活用した健康診断の受診勧奨を行うなど、業務

の効率化を図り、効果的な保健・医療の仕組みづくりを行います。 
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第４章  基本施策の展開 

８）井原市ホームページの充実 

  引き続き、掲載情報の充実を図り、市民にとって分かりやすく、有益な行政情報の積

極的な配信を行います。また、ユニバーサルデザイン化※により、誰でもより使いやす

く、手軽に利用できるホームページを構築します。 
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第４章  基本施策の展開 

施策３ 地域産業分野の活性化・育成 

引き続き、デジタル技術の恩恵を、地域産業が受けられるように支援を行うとともに、

地域産業の活性化や新たな経済・産業活動を生み出す地域の実現を目指します。 

 

１）産業のＤＸ※支援 

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大により、インターネットショッピングが

伸長しています。このような消費者行動の変化は、経済動向の変化につながりま

す。企業も変化を求められており、デジタル化は必須であると考えられます。新た

な価値の創出への活用や経済再生に向けて必要となる取組を行えるよう市内企業の

デジタル化を支援します。 

また、新たな販路拡大や地域経済の活性化を図るため、デジタルマーケティング
※の拡大も支援します。 

さらには、テレワーク※やワーケーション※など働き方改革に向けた取組について

も支援します。 

 

２）デジタル技術を活用した観光支援・魅力発信 

   本市が持つ地域資源の魅力発信や観光交流人口の増加につなげるため、歴史・芸

術・文化等のデジタルコンテンツを検討し、提供します。また、快適な観光を促進

し、観光客の満足度や利便性向上を図るため、引き続き観光地等にＷｉ-Ｆｉ※環境

を整備します。 

 

３）スマート農業の普及促進 

   農林水産省が発表している「２０２０年 農林業センサス」（令和３年１２月2４

日現在）によると、本市の総農家数は１，９２２戸で、５年前に比べ５０５戸 

（２０．８％）減少しています。農業に従事している方の高齢化も進み、「気持ちは充

実していても体が動かない」という理由で、やむなく離農するケースが非常に多く

なっています。こうしたことから、機械化・省力化に向けたスマート農業モデルや

安定的で高品質な生産体制づくりのためのＡＩ※の活用やリモート操作・管理が可

能となるデジタル技術の支援及び鳥獣被害防止等におけるＩＣＴ※技術の導入など

により、担い手不足の解消に努めます。 
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第４章  基本施策の展開 

施策４ 情報化社会に対応した人材育成 

 地域情報化に関する学習機会を積極的に提供し、誰もがデジタル技術を利活用でき

る能力の育成を目指すとともに、地域の情報化を支える人材育成に取り組みます。 

 

１）小中高等学校における教育・啓発 

情報社会の中で本市の子供たちが安全、安心に情報に触れられるように、児童・

生徒、保護者も含めてセキュリティ等に関する情報教育・啓発を引き続き実施しま

す。 

また「ＩＣＴ※を活用した授業の推進」「情報活用能力の育成の推進」「教員の 

ＩＣＴ※活用指導力の向上」「情報モラル教育の推進」にも引き続き取り組みます。 

 

２）学校のＤＸ※支援 

本市では、小中学校及び市立高等学校に高速通信に対応した無線ＬＡＮネットワ

ーク環境と、児童生徒１人１台のタブレット端末を整備しました。また、小中学校

へ電子黒板の整備を行い、デジタル教科書及びプログラミング教材の整備も進めて

います。   

今後、デジタル教材やプログラミング教育の充実を図るとともに、連絡用ツール

の導入等により教員等の働き方改革を支援します。 

 

３）市民向けの教育・講習の充実 

アンケート調査において、情報弱者※に対する不安やフォローについての意見が多

く寄せられました。また、６０代以上では、スマートフォンなどの情報通信機器の使

い方講習会の実施についての希望が多くありました。 

このことから、アクティブライフ井原をはじめとする生涯学習施設や各地区公民館

でのスマートフォン教室等の継続的な開催に取り組みます。年齢等に関係なくデジタ

ル技術の学習機会を増やし、利活用するための能力開発を支援します。デジタルディ

バイド※を解消することで誰もが情報化社会の恩恵を享受できる地域社会の実現を目

指します。また、誰もが気軽に講座等に参加できる仕組みづくりも行います。 
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第４章  基本施策の展開 

４）学校・地域産業・行政分野におけるデジタル人材の確保・育成 

デジタル技術を適切に活用するため、デジタル人材の育成は不可欠となっていま

す。 

本市では、市内小中学校、市立高等学校及び大山塾に「ＩＣＴ※支援員」を派遣

し、教育のＩＣＴ※化が加速する学校現場において、教職員によるＩＣＴ※機器の活

用方法の習得や、業務をサポートする体制を拡充しました。引き続き、ＩＣＴ※機器

を有効活用し、問題解決能力やプログラミング的思考の育成など推進します。 

地域産業分野では、井原商工会議所・備中西商工会が中心的な役割を担い、地域

産業への情報化に関する学習支援体制の充実を図り、市内の企業で働く人のＩＣＴ※

活用能力を一層高めるための取組を推進します。また、国の地域情報化アドバイザ

ー制度等、ＩＣＴ※人材の育成を支援する制度を必要に応じて活用します。 

さらに、ＩＣＴ※人材はＩＣＴ※企業に偏在しており、自治体等がＤＸ※を進める上

で人材不足が大きな課題となっていることから、行政分野では、国が示している

「自治体DX※推進のための外部人材スキル標準」及び「自治体DX※推進のための外

部人材スキル標準解説書」に則ったデジタル人材を民間ＩＣＴ※企業から登用し、Ｄ

Ｘ※を強力に推進します。 

 

５）個人情報保護とモラルの向上 

  ＩＣＴ※の進展により、行政・企業・学校・各種団体・商店等さまざまな分野にお

いてもデータの蓄積が進み便利になる反面、個人情報の保護（プライバシー保護）

が大きな課題となります。本市では、データベースの構築や運用に当たって個人情

報の適切な取扱を確保し、保護手段・啓発等について十分な対応を各種分野ととも

に推進していきます。 

   

 

 



 

- 52 - 

第４章  基本施策の展開 

施策５ 電子自治体の形成 

  現在の自治体情報システムにおいては、公共サービスがワンストップで誰でもどこ

でもいつでも受けられるように、利用者の視点に立った電子行政サービスの実現と

行政改革への貢献が期待されています。 

また、自治体情報システムの構築に当たっては、市民にとってより便利で利用者

負担の少ない行政サービスを提供するため、災害や情報セキュリティに強い行政基

盤の構築を効率的な行政運営を行いつつ実現することが求められています。 

これらを実現するため、全国共通の仕様による標準システムを構築し、従来の制

度や業務のやり方をシステムに合わせて変革することにより業務の効率化や新たな

サービスの提供を目指します。 

なお、実施に当たっては、維持・管理などの費用を含めた経費の削減及びより付

加価値の高いサービスを提供するという視点に立ち、各システムの構築を進めま

す。 

 

１）情報セキュリティの強化 

地方公共団体は、法令等に基づき、住民の個人情報や企業の経営情報等の重要情

報を多数保有するとともに、ほかに代替することができない行政サービスを提供し

ています。また、地方公共団体の業務の多くが情報システムやネットワークに依存

していることから、住民生活や地域の社会経済活動を保護するため、情報セキュリ

ティ対策を講じて、その保有する情報を守り、業務を継続することが必要となって

います。このようなことから、本市の保有する情報資産の機密を保持し、完全な状

態を維持することを重要な課題と認識し、情報資産の管理をより確実なものとする

ために個人情報保護条例や情報セキュリティポリシーを策定し、総合的かつ包括的

な安全対策を実施できる体制を整えています。 

今後も、その運用体制をより実効性の高いものとするため、定期的な安全対策の

見直しや情報セキュリティ研修などを実施し、個人情報の保護対策に努めます。さ

らに、不正アクセスや標的型メール等の攻撃に対する対策についても継続して必要

な措置を講じます。 

 

２）窓口業務のＤＸ※推進 

市民の方が何かしらの行政手続を行う際、事前に手続の方法等について調べた

り、何回も市役所窓口まで足を運んでいただいたりする手間を省くため、ＡＩ※を活

用したチャットボットサービス※を導入し、問い合わせ業務の一元化を図ります。 

また、マイナンバー※カード等を利用し、事前にスマートフォン等に証明書の発行

や住所異動等の手続をオンライン入力しておくことにより、窓口にて申請書類等を

「書かない」で済む、手続を「待たない」で済む、ワンストップサービスを提供し

ます。 

 

 



 

- 53 - 

第４章  基本施策の展開 

３）情報システムの標準化・共通化 

国により、自治体における情報システム等の共同利用、手続の簡素化、迅速化、

行政の効率化等を推進するため、住民記録、地方税など自治体の情報システム２０

業務の標準化・共通化に取り組むこととしており、全国規模のクラウド基盤 

「Ｇｏｖ－Ｃｌｏｕｄ（ガバメント・クラウド）」にこれらを構築し、利用すること

としています。 

今後、国が進めるシステムの標準化を見据え、原則としてノンカスタマイズで対

応し、業務の見直しによるＤＸ※化及びコスト削減を図ります。 

 

４）行政事務のＤＸ※推進 

  効率的・効果的な行政運営の推進に当たっては、これまでのＩＣＴ※を活用した行

政情報化施策を継続するとともに、新たなデジタル技術を活用し、事務の効率化・

最適化に向けた事務改善を図り、市民サービスの向上・充実に努めます。 

  さらに、従来からの書面・押印・対面での手続からの脱却を図り、ＢＰＲ※を徹底

するための文書管理システム・電子決裁システムを導入します。また、子育て支援

等対面による対応が必要な業務において、Ｗｅｂ会議やテレワーク※などリモートで

も対応できるよう、タブレット端末やコミュニケーションツールを導入し、デジタ

ル化・ペーパーレス化を推進します。契約事務、水道検針、議会議事録等のデジタ

ル化も進めます。 

 

５）電子機器等の効率化 

  情報システムの効率化と並行して、サーバ・ネットワーク機器の仮想化※やクラウ

ドサービスの活用を行い、物理機器の購入台数を減らすことで投資コストの削減、

ハード保守費やサポート費の削減、ラック数・電源容量等の削減について引き続き

推進します。情報システムの構築及び運用に当たっては、適切な経費の精査や削減

を行い、妥当性評価の方法を確立します。 

  また、事務用パソコン等の情報機器の更新を計画的に行います。 

 

６）ＡＩ※・ＲＰＡ※等を活用した業務改善の推進 

社会情勢の変化に伴い、業務量の増加や業務内容の多様化が生じています。今後

も、住民サービスの質を低下させることなく行政運営を行っていく必要があり、事務

処理の自動化や自動文字起こしツールなど、ＡＩ※等の技術を用いた事務改善に引き

続き取り組みます。 

書類の転記や数字の入力といった定型的な事務作業を自動化するＲＰＡ※を活用す

るとともに、より市民と向き合う付加価値の高い業務に集中できる環境の構築を継

続して行います。 
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１．施策実施の役割 

本市の目指す情報化社会を実現するための各施策の推進に当たっては、行政が施策

として展開するだけではなく、市民・企業・団体等の関連主体が、情報通信サービス

の利用者として参加するとともに、自ら地域情報化を推し進める主体として、それぞ

れの役割に応じた積極的な取組を進めていく必要があります。そのため、下記の実施

主体や通信事業者等がともに連携・協働し、市民にとって真に有効な情報化を推進し

ます。 

 

１）市民の役割 

 市民は情報化社会の主人公として、情報を生活の中で特に意識することなく活用し、

整備された情報通信基盤等を利用した交流や情報発信を行うなど、楽しみながら情報

化社会の一員として社会参加していくことが期待されます。 

本市では、市民が本市全体の情報化に参加し、意見等が十分施策に反映できる体

制づくりに努め、連携を図っていきます。 

 

２）企業・各種団体の役割 

企業や各種団体は、行政と連携し、本計画の趣旨に沿って、情報通信基盤等の積極

的な活用による魅力的な情報発信が求められています。 

また、産業界における情報化を担う人づくりを進めるほか、各主体の組織運営の

デジタル化を促進し、自らの情報発信に加え、他の主体との情報共有、経営の効

率・高度化を推進することで、地域産業の活性化を図ることが期待されます。 

 

３）井原商工会議所・備中西商工会の役割 

井原商工会議所・備中西商工会は、会員事業所への各種支援事業を通じて地域情報化

の促進役を担うだけでなく、事業所内においてＩＣＴ※を有効に活用できる人材の育成

支援、専門的な技術等のサポートや異業種間における交流機会の創出など、サポート体

制の整備が望まれています。 

具体的には、事業者などに対するＩＣＴ※の活用による経営改善への支援強化、講

習会による人材育成、電子メールやホームページによる情報発信などが挙げられま

す。これらの取組については、自主的な組織として、行政や関係機関と連携を保ち

つつ、その役割が期待されます。 
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４）井原放送株式会社の役割 

平成１０年４月に本市が出資して第３セクターとなった井原放送株式会社につい

ては、従来の放送サービスのほかに、双方向通信機能を利用したインターネット接続

サービスなどへの展開により、情報通信事業者として、また、情報通信の専門的アド

バイザーとして、引き続き、本市の情報化推進における役割が期待されます。 

また、ブロードバンド社会の進展にあわせ、ＦＴＴＨ回線でのインターネットサー

ビスの推進及び地上デジタルテレビ放送を利用したデータ放送サービス等の拡充な

ど、地域の通信事業者として大きな期待が寄せられています。 

本市としては、これまでのサービスがより一層、高品質・低価格で市民に提供され

るよう企業努力を求めるほか、新たな事業展開への支援などの連携強化を図っていき

ます。 

 

５）教育機関の役割 

教育機関の役割としては、次世代を担う児童・生徒への情報教育に当たり、単に情報

機器の操作に慣れるだけでなく主体的に情報収集を行い、その情報を取捨選択できる

能力をもった人づくりなど、情報化社会にふさわしい情報リテラシー※の育成を行うこ

とが期待されています。 

また、各種の取組や事業において、教育現場から本市の施策に対する意見の提出・提

案及び参加が期待されます。 

 

６）行政の役割 

地域の情報化を進めるため、本計画の着実な遂行に努めます。 

また、市民や企業等との協働による取組において、その主導的役割を果たすととも

に、本計画の中心的な役割を担って推進します。  
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２．施策実施の推進体制及び留意事項 

１）施策実施の推進体制  

今後、本計画に基づく地域情報化を着実かつ強力に推進していくため、庁内の横

断的な推進体制である「庁内情報化推進委員会」で、本計画の進捗状況を毎年点検

し必要に応じ修正を行います。 

 

２）施策実施の留意事項 

施策の推進に当たっては、次のような留意事項を念頭に置き、積極的に取り組み

ます。 

 

ア．市民ニーズを反映した施策の展開 

地域の情報化を推進するに当たっては、利用者である市民や企業等にとって、メ

リットのある施策を展開することが重要です。 

そのため、施策の展開に際しては、積極的に市民・企業等の参加を促進すること

により、地域のニーズをくみ取り、利便性や満足度が向上する施策を展開します。 

 

イ．デジタルディバイド※への配慮・ユニバーサルデザイン※化 

   情報化を推進するに当たり、年齢、性別、身体的条件、地理・時間的制約などに

関わらず、全ての市民が情報化の恩恵を享受できるよう配慮した施策を展開します。 

   全ての市民が新しい情報機器を自由に使いこなせる環境（情報バリアフリー環境）

を実現するため、使う人のさまざまな条件に配慮したコンテンツ作成や使いやすい

情報機器の導入を進めます。特に高齢者や障害者も簡単に利用できるような配慮を

行います。 

 

ウ．個人情報保護とセキュリティ対策 

   本市が保有する情報資産については、従来からその安全対策に努めてきましたが、

今後、ＩＣＴ※の高度利用による市民サービス・行政事務の情報化を進展させてい

くために、より一層の安全対策を実施します。 

   本市では、個人情報保護を確実に実行するため、技術的対策、物理的対策、人的

対策など、運用体制の一層の充実を図ります。 

 

エ．情報システムの信頼性確保 

情報化の進展によって、システムの高度・巨大化、ネットワークの拡大と依存度

の増大が進み、事故や災害等によるシステムの故障や通信の途絶、不正なアクセス

によるデータの破壊、改ざん及び流出などが生じたときは、市民生活に重大な影響

を及ぼします。 

これらの予期せぬ事態に備えバックアップシステムの確保や通信回線の多重化、

チェック機能の強化などの対策を講じます。 

 また、万一障害が発生した場合には、速やかに障害を検知し、その影響が最小限

となるよう迅速な復旧を可能とするための体制づくりなど、万全の措置を講じます。 
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オ．知的所有権の保護 

インターネットの急速な普及により情報交流が活発化し、多様な情報を自由に収

集・加工・発信できる環境となっている一方、知的所有権保護の問題が顕在化して

います。知的所有権には、著作権・特許権等があり、これらは法律によって保護さ

れています。 

本市においても、情報システムの導入が進むとともに、多くのソフトウェアやデ

ータベースを保有していますが、これらを活用するに当たっては、著作権法等に基

づいた適正な取扱を行います。 

 

カ．モラルの育成・向上 

インターネット利用者が急速に増加する中で、ＳＮＳ※等によって、時間や距離

にとらわれることなく気軽に交流を行うことができるようになった反面、有害情報

や個人を誹謗（ひぼう）・中傷するような情報発信が問題となっています。 

 また、コンピュータウイルスの流布や情報通信技術を悪用して他人のコンピュー

タに侵入・破壊を行う者、詐欺をはじめとしたさまざまな犯罪や事件も増加してい

ます。 

 これらを防止するための技術開発や社会制度の整備と連動しつつ、情報通信を介

した交流におけるマナーの普及・啓発を進めます。 

 

キ．自治体ＤＸ※の方向性 

令和２年１２月の「自治体ＤＸ※推進計画」において、住民に身近な行政を担う

自治体の役割は極めて大きく、その役割を果たすことが自治体ＤＸ※の意義である

とされています。 

自治体ＤＸ※の基本的方向性として「行政サービスのデジタル化を進め、住民の

利便性を向上させること」「既存業務の効率化を図り、職員を行政サービスの更な

る向上に振り向けること」「データ活用により、行政の効率化・高度化を図るとと

もに、民間のビジネスなど新たな価値創出につなげること」などが示されており、

これらの方向性に沿った取組を着実に進めます。 
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井原市情報化推進懇話会設置要綱 

（令和４年３月１６日 井原市告示第２１号） 

 

（目的及び設置） 

第１条 井原市における市民生活及び地域社会の利便性の向上を図り、地域及び行政のデジタル

化を着実に推進することを目的として井原市第６次情報化計画（以下「情報化計画」という。）を

策定するに当たり、市と民間が協力して広く意見を反映させた検討を行うため、井原市情報化推

進懇話会（以下「懇話会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 懇話会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について意見を述べる。 

(1) 情報化計画に関すること。 

(2) その他地域情報化に係る必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 懇話会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 関係団体から推薦された者 

(3) 行政関係者 

(4) 公募による者 

(5) その他前条の所掌事務遂行のために必要な者 

（会長及び副会長） 

第４条 懇話会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 懇話会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 懇話会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（庶務） 

第６条 懇話会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（井原市情報化推進懇話会設置要綱の廃止） 

２ 井原市情報化推進懇話会設置要綱（平成３０年井原市告示第２１号）は、廃止する。 

（失効） 

３ この要綱は、情報化計画の策定が完了したときに、その効力を失う。 

（会議の特例） 

４ 第５条の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。 
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井原市情報化推進懇話会委員名簿 

第６次                      １０名 

  氏  名 所属団体 職       名 

会   長 

学識経験者 
稲 井   寛 岡山県立大学 情報工学部 教授 

副 会 長 

商工会議所 
佐 藤 須賀則 井原商工会議所 専務理事 

産 業 界 髙 山 典 久 タカヤ株式会社 
ソリューション事業部 

ＩＴイノベーション推進室 推進室長 

通信事業者 三 宅 亮 三 井原放送株式会社 代表取締役 

国 
岩崎 恭二(前任) 

岩本  聡(後任) 
総務省中国総合通信局 

情報通信部 

情報通信振興課 課長 

県 近 藤 利 信 岡山県 
総務部 

デジタル推進課 課長 

防   災 清 水 明 人 井原市消防団 団長 

各 種 団 体 橋 本 貞 女 井原市ＰＴＡ連合会母親委員会 委員長 

学    校 佐 藤 英 樹 井原校園長会 会長（芳井小学校校長） 

公   募 大 村 淳 代   
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庁内情報化推進委員会設置要領 

 

（目的） 

第１条  高度情報化の進展に対応した本市の情報化の円滑な推進を図るため、庁内情報化推進委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条  委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１） 本市情報化計画の推進に関すること。 

（２） 本市庁内情報化推進計画の推進に関すること。 

（３） 井笠広域市町村圏テレトピア計画の推進に関すること。 

（４） その他情報化の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、総務部長を、副委員長は、総務部次長を、委員は別表に掲げる者をもって充てる。 

３ 前項の委員に事故あるときは、委員長はその代理する職員を委員とすることができる。 

（職務） 

第４条 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第５条 会議は、委員長が必要に応じて召集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長は、必要に応じ会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

（庁内情報化推進委員会ワーキンググループ） 

第６条 委員会の所掌事務を補佐し、情報化の推進に係る事項の調査・研究等を行うため、委員会

の中に庁内情報化推進委員会ワーキンググループ（以下「ワーキンググループ」という。）を置くこ

とができる。 

２ ワーキンググループは、委員長が委嘱する職員により組織する。 

（庁内情報化協力委員） 

第７条 職員に対して情報化施策を推進するため、庁内情報化協力委員（以下「協力委員」という。）

を置くことができる。協力委員は、所属長が推薦する者の中から、委員長が委嘱する職員をもって

充て、下記の事務を行う。 

（１）職員への情報化推進の周知徹底に関すること。 

（２）職員への情報機器の操作指導に関すること。 

（３）職員の情報能力向上のためのサポートに関すること。 

（４）職員への情報機器使用にあたってのモラルの徹底に関すること。 

（５）本市のホームページ作成等に関すること。 

（庁内情報化専門プロジェクトチーム） 

第８条 情報化に関する各システム等事項の調査・研究等を行うため、委員会の中に庁内情報化専

門プロジェクトチーム（以下「プロジェクトチーム」という。）を置くことができる。 

２ プロジェクトチームは、委員長が委嘱する職員により組織する。 

（庁内情報化研修指導チーム） 
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第９条 情報化に関する各システム等の操作、ソフトウェアの利用等を職員へ研修するため、委員

会の中に庁内情報化研修チーム（以下「研修指導チーム」という。）を置くことができる。 

２ 研修指導チームは、委員長が委嘱する職員により組織する。 

（兼務） 

第１０条 第６条から前条までの規定に基づき委員長が委嘱する職員は、相互に兼ねることができ

る。 

（庶務） 

第１１条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。 

（その他） 

第１２条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

附   則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

別表 

 

 

総合政策部次長、財政課長、市民生活部次長、健康福祉部次長 

 

建設経済部次長、水道部次長、教育次長、芳井支所長、美星支所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 95 - 

 

資料編 

計画策定の経緯  

  

令和４年 ３月１６日  井原市情報化推進懇話会設置要綱の制定 

 

      ６月１４日  第１回庁内情報化推進委員会開催 

            （計画策定の説明、第５次情報化計画の進捗状況報告） 

  

６月２８日  第１回井原市情報化推進懇話会開催 

            （委嘱状の交付、井原市長より井原市情報化推進懇話会に対し情報化に係る諮問） 

 

７月 ５日  情報化に関するアンケート調査実施 

（郵送、満１６歳以上、無作為抽出１，０００名） 

 

７月 ８日  情報化に関するアンケート調査実施 

（インターネットを利用している人） 

 

８月２６日  第２回庁内情報化推進委員会開催 

           （アンケート調査結果報告、第６次情報化計画骨子（案）検討） 

 

      ９月 ８日  第２回井原市情報化推進懇話会開催 

（アンケート調査結果報告、第６次情報化計画骨子決定） 

 

      ９月２６日  第３回庁内情報化推進委員会開催 

（第６次情報化計画（素案）検討） 

 

１０月     井原市情報化推進懇話会委員へ第６次情報化計画(素案)の意見照会・集約 

 

     １１月 ２日  第４回庁内情報化推進委員会開催 

（第６次情報化計画 素案決定） 

 

１１月１７日  第３回井原市情報化推進懇話会開催 

（第６次情報化計画 素案決定） 

 

１１月２２日  井原市情報化推進懇話会から井原市長へ答申 

 

１２月 ５日  井原市議会へ第６次情報化計画（案）の報告 

 

令和５年 １月  ６日  パブリックコメント開始 

 

２月 ６日  パブリックコメント終了 

 

３月     井原市第６次情報化計画策定 
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